
凡

例

一
、
こ
の
訳
注
本
は
、

『
■代
寳
案
』
校

訂
本
第

一
冊
第

三
集
巻

一
～
二
二

(沖
縄
県
立
図
書
館
編
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
刊
、

一
九
九
二
年
)
を
底
本
と
す
る
。

一
、
訳
注

に
当

っ
て
は
原
典
の
文
章
に
忠
実

で
あ
る
こ
と
を
む
ね
と
す
る
。
参
照
す
べ
き
文
献
が
あ
る
場
合
も
、
明
白
に
誤
字

・
脱
字
等
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み

校
訂
を
施
し
、
『
■
代
寳
案
』
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
性
格
を
最
大
限
に
重
ん
じ
た

(例

〔〇

一
－
三
二
〕
総
注
・

〔〇
七
－
〇
四
〕
注

(6
))
。

一
、
訳
文
は
次
の
通
り
と
す
る
。

1
、
各
文
書
に
簡
単
な
見
出
し
を
付
す
。

2
、

い
わ
ゆ
る
読

み
下
し
文
と
す
る
。

3
、
現
代
仮
名
遣

い
を
用
い
る
。

4
、
原
文
の
漢
字
は
な
る
べ
く
残
す
。

5
、
難
読
の
漢
字
に
ふ
り
が
な
を
付
す
。

6
、
異
字

・
俗
字

・
略
字
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
正
字

(常
用
漢
字
を
含
む
)
、
あ
る
い
は
通
用
の
字
体
に
改
め
る
。
数
字
は
簡
略
な
表
記
と
す
る

(例
　

壹
↓

一
、

貮
↓
二
)。
同
義

の
字
は
通
用
の
字
体

に
統

一
し
た
場
合
が
あ
る

(例
　
■

↓
斤
、
箇
↓
個
、
疋
↓
匹
)。

7
、
避
諱
や
清
朝
の
政
策

に
よ
る
文
字

の
置
き
か
え
は
、
原
文
の
ま
ま
と
す
る

(例
　
天
啓
帝
朱
由
校

・
崇
禎
帝
朱
由
検
の
避
諱
に
よ
り
、
縁
由
＝
縁
■
。
夷

の
彝

へ
の
置
き
か
え
、
華
夷
＝
華
彝
、
夷
船
＝
彝
船
)
。

8
、
送
り
が
な
に
つ
い
て
は
、

一
般
的
用
法
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

9
、
平
出

・
抬
頭
は
と
ら
な

い
。

10
、
適
宜
改
行
す
る
。

11
、
文
字

の
大
き
さ
は
ほ
ぼ
原
文

に
し

た
が
う
。

12
、
不
明
個
所
は
、
字
数
の
判
明
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
字
数
分
を
□
で
示
し
、
わ
か
ら
な
い
場
合
は
□

で
示
す
。

13
、
個
人
の
書
き
く
せ
な
ど
に
よ
る
明
白
な
誤
字

・
誤
用
に
は
特

に
校
訂
や
注
記
を
し
な
い
。



14
、
人
名

の
姓
ま
た
は
名
を
欠
く
も
の
で
、
判
明
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

(

)
を
付
し
て
補
う
。

15
、
年
号

に
は

(

)
を
付
し
て
西
暦
を
補
う
。
た
だ
し
月
日
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
太
陽
暦
に
置
き
か
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
十

二
月
末
な
ど
で
、
西
暦
が
実
際

と
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

16
、
文
書

の
宛
先

・
年
月
日
記
載

の
位

置
は
、
必
ず
し
も
同

一
で
は
な
い
が
、
便
宜
的
に
統

一
し
て
記
す
。

一
、
注
釈
は
次

の
通
り
と
す
る
。

1
、
文
書
ご
と
に
、
文
書

に
続
け
て
付
す
。

2
、
注
は
原
則
と
し
て
再
記
せ
ず
、
訳
注
本
第
二
冊
に
索
引
を
付
す
。

3
、
次
に
記
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
参
照
さ
れ
た
い
。

イ
　
国
王
は
、
在
位
年
代
、
系
譜
な
ど
を

一
括
し
て
表
記
し
、
訳
注
本
第

一
冊

・
第
二
冊
と
も
に
付
す
。

ロ
　
公
文
書
用
語
で
重
要
な
も
の
は
、
訳
注
本
第
二
冊
に

「歴
代
宝
案
を
読
む
た
め
の
用
語
解
説
」

(略
称

「用
語
解
説
」
)
を
付
す
。

4
、
訳
注
全
般

に
参
照
し
た
辞
書
・文
献

は
別
表
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
個
別
に
出
典
を
注
記
し
な

い
。
た
だ
し
必
要
な
場
合

に
は
、

(

)
内

に
示

し
た
略
称

に
よ

っ
て
注
記
す
る
。

な
お
、
個
々
に
参
照
し
た
研
究
書

・
論
文
等

に
つ
い
て
は
、
当
該
の
個
所
に
記
す
に
と
ど
め
る
。

一
、
底
本
で
あ
る
校
訂
本
の
校
訂
も
れ
お
よ
び
校
訂

の
誤
り
に
つ
い
て
、
訳
注
本
第
二
冊
に

「校
訂
正
誤
表
」
を
付
す
。

一
、
訳
注
は
、
和
田
久
徳

・
池
谷
望
子

・
内
田
晶
子

・
高
瀬
恭
子

・
土
肥
祐
子

・
吹
抜
悠
子
が
担
当
し
、
神
田
信
夫
氏

の
助
言
を
得
た
。



参
考
文
献
　

(

)
は
本
冊
で
の
略
称

諸
橋
轍
次
著

『大
漢
和
辞
典
』
　
大
修
館
書
店
　

一
九
八
四
年
修
訂
版

中
文
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編

『中
文
大
辞
典
』
　
台
北
　
中
国
文
化
大
学
出
版
部

一
九
七
三
年

漢
語
大
詞
典
編
輯
委
員
会
漢
語
大
詞
典
編
纂
処
編

『漢
語
大
詞
典
』
　
漢
語
大
詞

典
出
版
社
　

一
九
八
五
年
―
九
四
年

愛
知
大
学
中
日
大
辞
典
編
纂
処
編

『中
日
大
辞
典
』
　
大
修
館
書
店
　

一
九
八
六

年
増
訂
版

井
上
翠
著

『中
国
語
新
辞
典
』
　
江
南
書
院
　
一
九
五
四
年

塩
谷
温
編

『新
字
鑑
』
　
弘
道
館
　

一
九
三
九
年

石
山
福
治
編

『中
国
語
大
辞
典
』
　
国
書
刊
行
会
　

一
九
七
四
年

劉
復

・
李
家
瑞
共
編

『宋
元
以
来
俗
字
譜
』
　

一
九
三
〇
年
　
台
北
　
文
海
出
版

社
影
印
本
　

一
九
七
八
年

劉
文
傑
著

『歴
史
文
書
用
語
辞
典
-
明

・
清

・
民
国
部
分
』
　
四
川
人
民
出
版
社

一
九
八
八
年

(『歴
史
文
書
』
)

倪
道
善
編
著

『明
清
■
案
概
論
』
　
四
川
大
学
出
版
社
　

一
九
九
二
年

雷
榮
廠

・
姚
楽
野
著

『清
代
文
書
綱
要
』
　
四
川
大
学
出
版
社
　

一
九
九
〇
年

植
田
捷
雄
他
篇

『中
国
外
交
文
書
辞
典

(清
末
編
)
』
　
一
九
五
四
年
　
国
書
刊
行

会
影
印
本
　

一
九
八
五
年

(『外
交
辞
典
』
)

星
斌
夫
編

『中
国
社
会
経
済
史
語
彙

(正
篇
)』
　
光
文
堂
書
店
　

一
九
六
六
年

(『社
経
語
彙

・
正
』
)

星
斌
夫
編

『中
国
社
会
経
済
史
語
彙

(続
篇
)』
　
光
文
堂
書
店
　

一
九
七
五
年

(『社
経
語
彙

・
続
』
)

星
斌
夫
・
鈴
井
正
孝
・
中
道
邦
彦
編

『中
国
社
会
経
済
史
語
彙

(三
篇
)
』
　
光
文

堂
書
店
　

一
九
八
八
年

(『社
経
語
彙

・
三
』
)

前
間
恭
作
遺
稿

・
末
松
保
和
編
纂

『訓
読
吏
文
　
附
吏
文
輯
覧
』
　

一
九
四
二
年

国
書
刊
行
会
影
印
本
　

一
九
七
五
年

(『吏
文
輯
覧
』)

『六
部
成
語
註
解
』
　

一
九
四
〇
年
　
大
安
影
印
本
　

一
九
六
二
年
　
浙
江
古
籍

出
版
社
標
点
本
　

一
九
八
七
年

『ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
　
平
凡
社
　

一
九
五
九
-
六
二
年

『沖
縄
大
百
科
事
典
』
　
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
　

一
九
八
三
年

(『大
百
科
』
)

『沖
縄
県
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
　
角
川
日
本
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞
典
四
七
、
角
川

書
店
　
一
九
九
二
年

譚
其
驤
主
編

『中
国
歴
史
地
図
集
　
第
七
冊
　
元

・
明
時
期
』
　
上
海
　
地
図
出

版
社
　

一
九
八
二
年

譚
其
驤
主
編

『中
国
歴
史
地
図
集
　
第
八
冊
　
清
時
期
』
　
上
海
　
地
図
出
版
社

一
九
八
七
年

『福
建
省
地
図
冊
』
　
福
建
省
地
図
出
版
社
　

一
九
九
〇
年

臧
励
■
等
編

『中
国
古
今
地
名
大
辞
典
』
　
商
務
印
書
館
　

一
九
三

一
年

青
山
定
雄
著

『読
史
方
輿
紀
要
索
引
中
国
歴
代
地
名
要
覧
』
　

一
九
三
三
年
　
省

心
書
房
影
印
本
　

一
九
七
四
年

国
立
中
央
図
書
館
編

『明
人
傳
記
資
料
索
引
』
　
台
北
　
文
史
哲
出
版
社
　

一
九

六
五
―
六
六
年

(『明
人
伝
記
』
)

田
継
綜
編

『
八
十
九
種
明
代
伝
記
綜
合
引
得
』
　

一
九
三
五
年
　
北
京
　
中
華
書

局
本
　
一
九
八
七
年

杜
連
喆

・
房
兆
楹
編

『三
十
三
種
清
代
伝
記
綜
合
引
得
』
　

一
九
三
二
年
　
東
方

学
研
究
日
本
委
員
会
影
印
本
　

一
九
五
九
年
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呉

廷
燮

撰

『
明

督

撫

年

表

』
　

一
九

一
八

年
　

北

京
　

中

華

書

局
　

一
九

八

二

年

銭

実

甫

編

『
清

代

職

官

年

表

』
　

北

京
　

中

華

書

局
　

一
九

八

〇
年

臨

時

台

湾

旧

慣

調

査

会

編

『
清

国

行

政

法

』
　

一
九

〇

五
―

一
五
年
　

大

安

影

印

本
　

一
九

六

五
－

六

六

年

『
那

覇

市

史
　

資

料

篇

第

一
巻

四
　

歴

代

宝

案

第

一
集

抄

』
　

一
九

八

六
年

(
『市

史

宝

案

抄

』
)

『
那

覇

市

史
　

資

料

篇

第

一
巻

五
　

家

譜

資

料

(
一
)
』
　

一
九

七

六

年

(
『
家

譜

(
一
)
』
)

『那
覇
市
史
　
資
料
篇
第

一
巻
六
　
家
譜
資

料

(二
)』
　

一
九
八
〇
年

(『家
譜

(二
)』
)

『那
覇
市
史
　

資
料
篇
第

一
巻
七
　
家
譜
資
料

(三
)
』
　

一
九
八
二
年

(
『家
譜

(三
)
』
)

『那
覇
市
史
　

資
料
篇
第

一
巻
八
　
家
譜
資
料

(四
)』
　

一
九
八
三
年

(『家
譜

(四
)
』)

『中
山
世
譜
』
　

琉
球
史
料
叢
書
四
　

一
九
四
二
年
　

井
上
書
房
影
印
本
　

一
九

六
二
年

(『世
譜
』
)

『
蔡
鐸
本
中
山
世
譜
』
　

沖
縄
県
教
育
委
員
会
　

一
九
七
三
年

『中
山
世
鑑
』
　
琉
球
史
料
叢
書
五
　

一
九

四
二
年
　
井
上
書
房
影
印
本
　

一
九

六
二
年

(『世
鑑
』)

球
陽
研
究
会
編

『球
陽

・
原
文
編
』
　
角
川
書
店
　

一
九
七
四
年

『明
実
録
坿
校
勘
記
』
　
台
北
　
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
　

一
九
六
二
―

六
八
年

和
田
久
徳

「明
実
録
の
沖
縄
史
料
（
一
）
」
　

『お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』

二
四
　

一
九
七

一
年

和
田
久
徳

「明
実
録
の
沖
縄
史
料
（
二
）
」
　

『南
島
史
学
』
創
刊
号
　

一
九
六
六
年

和
田
久
徳

「明
実
録
の
沖
縄
史
料
補
正
」
　

『歴
代
宝
案
研
究
』
第
三

・
四
合
併

号
　

一
九
九
三
年

日
本
史
料
集
成
編
纂
会
編

『中
国

・
朝
鮮
の
史
籍
に
お
け
る
日
本
史
料
集
成
　
明

実
録
之
部
（
一
）
』
『同
、
（
二
）
』
『同
、
（
三
）
』
　
国
書
刊
行
会
　

一
九
七
五
年

張
廷
玉
等
撰

『明
史
』
　
北
京
　
中
華
書
局
標
点
本
　

一
九
七
四
年

和
田
清
編

『明
史
食
貨
志
譯
註
』
　
東
洋
文
庫
　

一
九
五
七
年

申
時
行
等
修

『大
明
会
典
』
　
万
暦
十
五
年
刊
　
北
京
　
中
華
書
局
活
字
本
　

一

九
八
八
年

(『万
暦
会
典
』
)

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
編
刊
『明
清
史
料
』
(甲
―
癸
編
)
一
九
三
〇
―
七

五
年
　
台
北
　
維
新
書
局
影
印
本
　

一
九
七
二
年

張
偉
仁
編

『明
清
■
案
』
　
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
　

一
九
八
六
年
―
八

七
年

『清
実
録
』
　
北
京
　
中
華
書
局
影
印
本
　

一
九
八
六
―
八
七
年

『清
実
録
』
　
満
州
国
国
務
院
影
印
本
　

一
九
三
七
年
　
台
北
　
華
文
書
局
影
印

本
　

一
九
六
四
年

日
本
史
料
集
成
編
纂
会
編

『中
国

・
朝
鮮
の
史
籍
に
お
け
る
日
本
史
料
集
成
　
清

実
録
之
部
（
一
）
』
『同
、
（
二
）
』
　
国
書
刊
行
会
　

一
九
七
六
年

趙
爾
■
等
撰

『清
史
稿
』
　
北
京
　
中
華
書
局
　
標
点
本
　

一
九
七
七
年

国
史
館
編

『清
史
稿
校
註
』
　
台
北
　
国
史
館
刊
　

一
九
八
六
―
九

一
年



『大
清
会
典
』
『大
清
会
典
事
例
』
『大
清
会
典
図
』
　光
緒
二
十
五
年
　
北
京
　
中

華
書
局
影
印
本
　

一
九
九

一
年

林
■
等
纂
修

『福
州
府
志
』
　
万
暦
二
十
四
年
　
北
京
　
書
目
文
献
出
版
社
　
日

本
蔵
中
国
罕
見
地
方
志
叢
刊
　

一
九
九
〇
年

(『万
暦
福
州
府
志
』
)

謝
道
承
等
纂
修

『福
建
通
志
』
　
乾
隆
二
年
　
江
蘇
広
陵
古
籍
刻
印
本
　

一
九
八

九
年

(『乾
隆
福
建
通
志
』
)

魯
曽
煜
等
纂
修

『福
州
府
志
』
　
乾
隆
十
九
年
刊
　
台
北
　
成
文
出
版
社
　
中
国

方
志
叢
書
七
二
号
　

一
九
六
七
年

(『乾
隆
福
州
府
志
』
)

陳
寿
■
等
纂
修

『福
建
通
志
』
　
同
治
十
年
　
台
北
　
華
文
書
局
　
中
国
省
志
彙

編
之
九
　

一
九
六
八
年

(『同
治
福
建
通
志
』
)



琉
球
国
中
山
王

一
覧
表

第

一
尚
氏
王
統

代
　

王

名
　

在

位

年

代
　

系
譜
関
係

一
　

思

紹
　
永
楽

四
(
一
四
〇
六
)―
永
楽

一
九
(
一
四
二

一
)

二
　

尚
巴
志
　
永
楽
二
〇
(
一
四
二
二
)―
正
統

四
(
一
四
三
九
)
　
思
紹
の
子

三
　

尚

忠
　
正
統

五
(
一
四
四
〇
)―
正
統

九
(
一
四
四
四
)
　
尚
巴
志
の
第
二
子

四
　

尚
思
達
　
正
統

十
(
一
四
四
五
)―
正
統

一
四
(
一
四
四
九
)
　
尚
忠
の
子

五
　

尚
金
福
　
景
泰

元
(
一
四
五
〇
)―
景
泰

四
(
一
四
五
三
)
　
尚
巴
志
の
第
六
子

六
　

尚
泰
久
　
景
泰

五
(
一
四
五
四
)―
天
順

四
(
一
四
六
〇
)
　
尚
巴
志
の
子

七
　

尚

徳
　
天
順

五
(
一
四
六

一
)―
成

化

五
(
一
四
六
九
)
　
尚
泰
久
の
第
三
子

第

二
尚

氏

王
統

代
　

王

名
　

在

位

年

代
　

系

譜
関

係

一
　

尚

円
　

成

化

六

(
一
四

七
〇

)―
成

化

一
二

(
一
四
七
六

)

二
　

尚
宣

威
　

成
化

一
三

(
一
四

七
七
)
　

尚

円

の
弟

三
　

尚

真
　

成
化

一
三

(
一
四

七
七
)
―
嘉

靖

五

(
一
五

二
六
)
　
尚

円

の
長

子

四
　

尚

清
　

嘉
靖

六

(
一
五

二
七
)
―

嘉

靖
三

四

(
一
五

五
五
)
　
尚

真

の
第

五
子

五
　

尚

元
　

嘉
靖

三
五

(
一
五
五

六
)
―
隆
慶

六

(
一
五
七

二
)
　
尚

清

の
第

二
子

六
　

尚

永
　

万
暦

元

(
一
五
七

三
)
―

万
暦

一
六

(
一
五

八
八
)
　
尚

元

の
第

二
子

七
　

尚

寧
　

万
暦

一
七

(
一
五

八
九

)
―
泰

昌

元

(
一
六

二
〇
)
　
尚
真

の
玄

孫

八
　

尚

豊
　

天
啓

元

(
一
六
二

一
)
―
崇

禎

一
三

(
一
六
四

〇
)
　
尚

元

の
孫

九
　

尚

賢
　

崇

禎

一
四

(
一
六
四

一
)
―
順
治

四

(
一
六
四

七
)
　
尚
豊

の
第

三

子

一
〇
　

尚

質
　

順

治

五

(
一
六

四

八
)―
康

煕

七

(
一
六
六

八
)
　
尚
豊

の
第

四

子

一
一
　
尚

貞
　

康

煕

八

(
一
六

六
九

)
―
康

煕

四

八

(
一
七

〇
九

)
　
尚
質

の
長

子

注
　

王
名
は
、
第

一
集
に
関
わ
る
も
の
の
み
と
す
る
。

在
位
年
代
は

『中
山
世
譜
』
に
よ
り
、
異
説
は
注
記
し
た
。
こ
の
在
位

年
代
は
明
清

の
冊
封
年
と
は
関
係
し
な
い
。

（
１
）

思
紹
を
尚
思
紹
と
呼
ぶ
の
は
、
後
世
の
記
述
で
あ
り
、
〔〇

一
―
〇
四
〕

や

『明
実
録
』

で
は
思
紹
と
す
る
。

（
２
）

尚
泰
久
に
つ
い
て
『中
山
世
鑑
』
は
尚
金
福
の
第

一
王
子
と
し
、
『球
陽
』

は
尚
巴
志
の
五
男
と
す
る
。

（
３
）

尚
徳

に
つ
い
て

『中
山
世
鑑
』
は
尚
泰
久
の
第
七
王
子
と
す
る
。



歴

代

宝

案
　

訳
注
本
　
第

一
冊

目

次

教
育
長
挨
拶

凡

例

参
考
文
献

琉
球
国
中
山
王

一
覧
表

目

次

第

一
集

(詔
勅
)

巻

一

序

(
一
六
九
七
、

一
一
、
三
〇

・
康
煕
三
十
六
年
)

1

一
-
〇

一
-
〇

一
　
皇
帝
の
、
故
国
王
尚
金
福
に
代

っ
て
尚
泰
久
を
国
王
に
封
ず
る
詔

(
一
四
五
五
、
七
、
二
〇

・
景
泰
六
年
)

6

一
-
〇

一
-
〇
二
　
皇
帝
よ
り
国
王

(世
子
ノ
誤
)
尚
巴
志

へ
、
永
楽
帝

の
死
去
を
報
ず
る
勅
諭

(
一
四
二
四
、
八
、

一
六

・
永
楽
二
十
二
年
)

7

一
-
〇

一
-
〇
三
　
洪
煕
帝
即
位
の
詔

(
一
四
二
五
、
二
、

一
・
洪
煕
元
年
)

8

一
-
〇

一
-
〇
四
　
皇
帝
の
、
故
国
王
思
紹
に
対
す
る
諭
祭
文

(
一
四
二
五
、
二
、

一
)

9

一
-
〇

一
-
〇
五
　

皇
帝
よ
り
世
子
尚
巴
志

へ
、
国
王
に
封
ず
る
勅
諭

(
一
四
二
五
、

二
、

一
)

9

一
-
〇

一
-
〇
六
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
巴
志
と
王
妃

へ
、
頒
賜
品
の
目
録

(
一
四
二
五
、
二
、

一
)

10

一
-
〇

一
-
〇
七
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
巴
志

へ
、
皮
弁
冠
服
を
給
賜
し
、
生
漆
等
の
収
買
を
求
め
る
勅
諭

(
一
四
二
六
、
六
、

一
・
宣
徳
元
年
)

11



一
‐
〇

一
‐
〇
八
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
巴
志

へ
、
残
り
の
銅
銭

に
よ
る
生
漆
等
の
収
買
を
求
め
る
勅
諭

(
一
四
二
八
、

一
〇
、

一
三

・
宣
徳
三
年
)

11

一
-
〇

一
-〇
九
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
巴
志

へ
、

頒
賜
の
勅
諭
と
目
録

(
一
四
二
八
、

一
〇
、

一
三
)

12

一
-
〇

一
-
一
〇
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
巴
志

へ
、

頒
賜
の
勅
諭
と
目
録

(
一
四
三
二
、

一
、
二
六

・
宣
徳
七
年
)

14

一
-〇

一
-
一
一
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
巴
志

へ
、

明
と
日
本
国
王
と
の
通
交
の
仲
介
を
求
め
る
勅
諭

(
一
四
三
二
、

一
、
二
六
)

15

一
‐
〇

一
-
一
二
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
巴
志

へ
、

諸
物
の
収
買
を
求
め
る
と
共
に
、
失

っ
た
銅
銭
に
つ
い
て
は
不
問
と
す
る
む
ね
の
勅
諭

(
一
四
三
二
、

一
、
二
六
)

16

一
-

〇

一
-
一
三
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
巴
志

へ
、
内
官
柴
山
と
犯
罪
人
八
郎
の
処
置
を
告
げ
る
勅
諭

(
一
四
三
五
、
三
、

一
五

・
宣
徳
十
年
)

16

一
-〇

一
‐
一
四
　
皇
帝

の
、
故
国
王
尚
泰
久

に
代

っ
て
世
子
尚
徳
を
国
王
に
封
ず
る
詔

(
一
四
六

一
、
三
、
二
五

・
天
順
五
年
)

17

一
-〇

一
‐
一
五
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
徳

へ
、
国
王
に
封
じ
冠
服
等
を
賜
う
勅
諭

(
一
四
六

一
、
三
、
二
五
)

18

一
‐
〇

一
-
一
六
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
徳
と
王
妃

へ
、
頒
賜
品
の
目
録

(
一
四
六

一
、
三
、
二
五
)

18

一
-

〇

一
-
一七
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
円

へ
、
使
臣
が
衣
服
の
禁
制

に
違
反
し
た
こ
と
を
譴

責
す
る
勅
諭

(
一
四
七

一
、
四
、
八

・
成
化
七
年
)

21

一
-

〇

一
-
一
八
　
皇
帝

の
、
故
国
王
尚
徳
に
代

っ
て
世
子
尚
円
を
国
王
に
封
ず
る
詔

(
一
四
七

一
、
七
、
八
)

22

一
-〇

一
-
一九
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
円

へ
、
国
王
に
封
じ
冠
服
等
を
賜
う
勅
諭

(
一
四
七

一
、
七
、
八
)

22

一
-
〇

一
-
二
　〇
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
円
と
王
妃

へ
、
頒
賜
品
の
目
録

(
一
四
七

一
、
七
、
八
)

23

一
-

〇

一
‐
二

一
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
円

へ
、
福
州
に
お
け
る
琉
球
人
の
強
盗
殺
人
の
罪
を
責
め
、
今
後

二
年

一
貢
と
す
る
こ
と
を
告
げ
る
勅
諭

(
一
四
七
五
、
四
、
二
〇

・
成
化
十

一
年
)

24

一
-〇

一
-
二
二
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
円

へ
、
立
太
子
に
際
し
て
の
頒
賜
の
勅
諭
と
目
録

(
一
四
七
六
、
四
、
六

・
成
化
十
二
年
)

25

一
-
〇

一
‐
二
三
　
皇
帝
の
、
故
国
王
尚
円
に
代

っ
て
世
子
尚
真
を
国
王
に
封
ず
る
詔

(
一
四
七
八
、
七
、
九

・
成
化
十
四
年
)

26

一
-
〇

一
-
二
四
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
真

へ
、
国
王
に
封
じ
冠
服
等
を
賜
う
勅
諭
と
目
録

(
一
四
七
八
、
七
、
九
)

27

一
-

〇

一
-
二
五
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
真

へ
、

二
年

一
貢

の
遵
守
を
命
ず
る
勅
諭

(
一
四
八
〇
、
四
、
二
一

・
成
化
十
六
年
)

28

一
-
〇

一
-二
六
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
真

へ
、
派
遣
の
人
員
に
違
法

の
行
為
の
な
い
よ
う
人
選
に
留
意
を
求
め
る
勅
諭

(
一
四
八
二
、
五
、
六

・
成
化
十
八
年
)

29

一
-〇

一
-
二
七
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
真

へ
、
立
太
子
に
際
し
て
の
頒
賜
の
勅
諭

(
一
四
八
二
、
五
、
六
)

29

一
-

〇

一
-
二
八
　
皇
帝

の
、
故
国
王
尚
永
に
代

っ
て
世
子
尚
寧
を
国
王
に
封
ず
る
詔

(
一
六
〇
三
、
三
、
三

・
万
暦
三
十

一
年
)

30



一
-〇

一
-二
九
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
寧

へ
、
国
王

に
封
じ
冠
服
等
を
賜
う
勅
諭
と
目
録

(
一
六
〇
三
、
三
、
三
)

31

一
‐
〇

一
-三
〇
　
皇
帝

の
、
故
国
王
尚
永
に
対
す

る
諭
祭
文
と
祭
品
目
録

(
一
六
〇
六

・
万
暦
三
十
四
年
)

32

一
‐
〇

一
‐
三

一
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
寧

へ
、
薩
摩
侵
入
を
撫
慰
し
前
後
の
事
情

の
再
奏
を
求
め
る
勅
諭

(
一
六

一
〇
、

一
二
、

一
六

・
万
暦
三
十
八
年
)

33

一
-〇

一
‐
三
二
　
泰
昌
帝
即
位

の
詔

(
一
六
二
〇
、
八
、

一
・
万
暦
四
十
八
年
)

34

一
-
〇
一
‐
三
三
　
天
啓
帝
即
位
の
詔

(
一
六
二
〇
、
九
、
六
)

50

巻

二

一
‐
〇
二
‐
〇

一
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
真

へ
、
立
太
子
に
際
し
て
の
頒
賜
の
勅
諭
と
目
録

(
一
四
九
四
、
五
、
九

・
弘
治
七
年
)

65

一
‐
〇
二
‐
〇
二
　
皇
帝

の
、
故
国
王
尚
真
に
代

っ
て
世
子
尚
清
を
国
王
に
封
ず
る
詔

(
一
五
三
二
、
八
、
□

・
嘉
靖
十

一
年
)

65

一
‐
〇
二
-
〇
三
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
清

へ
、
国
王

に
封
じ
冠
服
等
を
賜
う
勅
諭
と
目
録

(
一
五
三
二
、
八
、

一
七
)

66

一
‐
〇
二
-
〇
四
　
皇
帝

の
、
故
国
王
尚
真
に
対
す

る
諭
祭
文
と
祭
品
目
録

(
一
五
三
二
)

67

一
‐
〇
二
‐
〇
五
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
元

へ
、
倭
寇

に
虜
掠
さ
れ
た
中
国
人
の
送
還
を
受
け
、
賞
賜
す
る
勅
諭

(
一
五
五
八
、
二
、

一
七

・
嘉
靖
三
十
七
年
)

68

一
－
〇
二
‐
〇
六
　
天
啓
帝

の
大
婚

の
詔

(
一
六

二

一
、
四
、
二
九

・
天
啓
元
年
)

69

一
‐
〇
ニ
-
〇
七
　
天
啓
帝

の
、
皇
子
誕
生
に
際
し

て
の
詔

(
一
六
二
三
、
閏

一
〇
、

一
六

・
天
啓
三
年
)

70

一
-〇
二
‐
〇
八
　
天
啓
帝

の
、
皇
極
殿
完
成
に
際
し
て
の
詔

(
一
六
二
六
、

一
〇
、

一
〇

・
天
啓
六
年
)

79

一
-
〇
二
‐
〇
九
　
天
啓
帝

の
遺
詔

(
一
六
二
七
、

八
、

二
二

・
天
啓
七
年
)

79

一
‐
〇
二
‐
一
〇
　
崇
禎
帝
即
位
の
詔

(
一
六
二
七
、
八
、
二
四
)

81

一
‐
〇
二
-
一
一
　
崇
禎
帝

の
、
先
帝
に
謚
と
廟
号
を
奉
る
詔

(
一
六
二
七
、

一
〇
、
八
)

90

一
-〇
二
-
一
二
　
崇
禎
帝

の
、
第

一
子
誕
生

に
際

し
て
の
詔

(
一
六
二
九
、
三
、
九

・
崇
禎
二
年
)

90

一
‐
〇
二
-
一
三
　
皇
帝

の
、
故
国
王
尚
寧
に
代

っ
て
世
子
尚
豊
を
国
王
に
封
ず

る
詔
　

世
子
尚
豊
を
国
王
に
封
じ
、
冠
服
等
を
賜
う
勅
諭

(
一
六
二
九
、
八
、

一
六
)

96

一
-
〇
二
‐
一
四
　
崇
禎
帝

の
、
立
太
子
に
際
し

て
の
布
告

の
詔

(
一
六
三
〇
、

二
、

一
〇

・
崇
禎
三
年
)

98

一
‐
〇
二
‐
一
五
　
福
王
朱
由
崧

の
、
崇
禎
帝
と
皇

后
に
謚
と
廟
号
を
奉
る
詔

(
一
六
四
四
、
六
、
□

・
崇
禎
十
七
年
)
1
0
3



一
‐
〇
二
‐
一
六
　
福
王
朱
由
崧

の
、
懿
文
太
子
等

に
謚
と
廟
号
を
奉
る
詔

(
一
六
四
四
、
七
)
1
0
5

一
‐
〇
二
‐
一
七
　
福
王
朱
由
崧

の
、
皇
考
福
先

王
等
に
謚
を
奉
る
に
際
し
て
の
詔

(
一
六
四
四
カ
)
1
0
7

巻

三

一
‐
〇
三
‐
〇

一
　
順
治
帝
の
、
華
南
平
定

に
際

し
て
の
恩
例
布
告
の
詔

(
一
六
四
七
、

二
、

一
二

・
順
治
四
年
)
1
1
1

一
‐
〇
三
‐
〇
二
　
皇
帝
よ
り
琉
球
国
王

へ
、
帰
順
を
促
す
勅
諭

(
一
六
四
七
、
六
、
八
)
1
1
6

一
‐
〇
三
‐
〇
三
　
順
治
帝
の
、
天
下

一
統

に
際

し
て
の
大
赦
の
詔

(
一
六
四
八
、

一
一
、

一
一
・
順
治
五
年
)
1
1
6

一
‐
〇
三
‐
〇
四
　
皇
帝
よ
り
国
王

(世
子
尚
質
ノ
誤
)
へ
、
明
の
勅

・
印
の
返
還
を
促
す
勅
諭

(
一
六
五

一
、
九
、
八

・
順
治
八
年
)
1
2
1

一
‐
〇
三
‐
〇
五
　
皇
帝
よ
り
鄭
芝
竜
等

へ
、
父
子
を
同
安
侯
等

に
任
ず
る
勅
諭

(
一
六
五
三
、
五
、
□

・
順
治
十
年
)
1
2
2

一
‐
〇
三
‐
〇
六
　
皇
帝
の
、
明
の
勅

・
印

の
返
還
を
嘉
し
世
子
尚
質
を
国
王
に
封
ず
る
詔

(
一
六
五
四
、
七
、

一
・
順
治
十

一
年
)
1
2
4

一
‐
〇
三
‐
〇
七
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
質

へ
、
国
王
に
封
じ
綵
幣
を
賜
う
勅
諭
と
目
録

(
一
六
五
四
、
七
、

一
)
1
2
5

一
‐
〇
三
‐
〇
八
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
質

へ
、
冊
封
使
の
出
発
遅
延
と
、
改
め
て
の
派
遣
を
報
ず
る
勅
諭

(
一
六
六
二
、

一
〇
、
二
八

・
康
煕
元
年
)
1
2
6

一
‐
〇
三
‐
〇
九
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
質

へ
、
遣

使
謝
恩
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
六
四
、
八
、

一
一
・
康
煕
三
年
)
1
2
6

一
‐
〇
三
‐
一
〇
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
質

へ
、
遣

使
進
香
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
六
五
、
九
、

二
〇

・
康
煕
四
年
)
1
2
7

一
‐
〇
三
‐
一
一
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
質

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
六
九
、
二
、
二
五

・
康
煕
八
年
)
1
2
8

一
‐
〇
三
‐
一
二
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
貞

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
七

一
、
九
、
二
四

・
康
煕
十
年
)
1
2
8

一
‐
〇
三
‐
一
三
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
貞

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
七
四
、
三
、

一
二

・
康
煕
十
三
年
)
1
2
9

一
‐
〇
三
‐
一
四
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
貞

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
八
〇
、
二
、
二
九

・
康
煕
十
九
年
)
1
2
9

一
‐
〇
三
‐
一
五
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
貞

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
八
二
、
二
、
八

・
康
煕
二
十

一
年
)
1
3
0

一
‐
〇
三
‐
一
六
　
皇
帝

の
、
世
子
尚
貞
を
国
王

に
封
ず
る
詔

(
一
六
八
二
、
六
、

一
一
)
1
3
0

一
‐
〇
三
‐
一
七
　
皇
帝
よ
り
世
子
尚
貞

へ
、
国

王
に
封
じ
綵
幣
を
賜
う
勅
諭
と
目
録

(
一
六
八
二
、
六
、

一
一
)
1
3
1

一
‐
〇
三
‐
一
八
　
皇
帝

の
、
故
国
王
尚
質
に
対

す
る
諭
祭
文

(
一
六
八
三
、
八
、
六

・
康
煕
二
十
二
年
)
1
3
2



一
‐
〇
三
‐
一
九
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
八
三
、
九
、
九
)
1
3
3

一
‐
〇
三
‐
二
〇
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞

へ
、
遣
使
謝
恩
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
八
四
、
八
、
二
二

・
康
煕
二
十
三
年
)
1
3
3

一
‐
〇
三
‐
二

一
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
八
五
、

一
二
、
七

・
康
煕
二
十
四
年
)
1
3
4

一
‐
〇
三
‐
二
二
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
八
八
、

一
〇
、

一
〇

・
康
煕
二
十
七
年
)
1
3
4

一
‐
〇
三
‐
二
三
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
八
九
、

一
〇
、

一
〇

・
康
煕
二
十
八
年
)
1
3
5

一
‐
〇
三
‐
二
四
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
九

一
、
九

・
康
煕
三
十
年
)
1
3
5

一
‐
〇
三
‐
二
五
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
九
三
、

一
〇
、

二

・
康
煕
三
十
二
年
)
1
3
6

一
―
〇
三
‐
二
六
　
皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞

へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
九
五
、

一
〇
、

一
・
康
煕
三
十
四
年
)
1
3
6

(礼
部
咨
)

巻
四

一
‐
〇
四
‐
〇

一
　
礼
部

の
、
国
王
尚
巴
志
に
対

す
る
皮
弁
冠
服
頒
賜
の
件
の
経
緯
を
説
明
す
る
文
書

(
一
四
二
七
、
五
、
二
四

・
宣
徳
二
年
)
1
3
9

一
‐
〇
四
‐
〇
二
　
行
在
礼
部
よ
り
国
王
尚
巴
志

あ
て
、
朝
服
の
製
造
と
大
統
暦

の
福
建

に
お
け
る
給
付
等
を
許
可
す
る
咨

(
一
四
三
七
、
六
、
六
・
正
統

二
年
)
1
4
1

一
‐
〇
四
‐
〇
三
　
行
在
礼
部
よ
り
国
王
尚
巴
志

あ
て
、
大
統
暦
を
福
建

で
給
付
し
回
国
さ
せ
る
咨

(
一
四
三
七
、
六
、

一
三
)
1
4
3

一
‐
〇
四
‐
〇
四
　
礼
部
よ
り
国
王

(世
子
尚
寧
ノ
誤
)
あ
て
、
冊
封
使
は
文
官
を
派
遣
す
る
こ
と
、
浙
江
省

で
拿
捕
し
た
琉
球
船

の
処
置
、

冊
封
正
副
使
の
任
命
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
〇

一
、

一
一
、
二
二

・
万
暦
二
十
九
年
)
1
4
4

一
‐
〇
四
‐
〇
五
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
寧
あ
て
、
福

建
人
阮

国

・
毛
国
鼎
の
琉
球
移
籍
の
許
可
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
〇
七
、

一
二
、

一
三

・
万
暦
三
十
五
年
)
1
5
5

一
-
〇
四
‐
〇
六
　
礼
部
よ
り
琉
球
国
あ
て
、
請

封
に
対
し
、
奏
請
の
表
文

・
通
国
の
印
結
を
求
め
る
咨

(
一
六
二
三
、
三
、
六

・
天
啓
三
年
)
1
5
9

一
‐
〇
四
‐
〇
七
　
礼
部
よ
り
琉
球
国
あ
て
、
請
封

の
件
は
、
福
建
撫
按

に
支
障

の
有
無
を
調
査
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
二
六
、

一
二
、

一
四

・
天
啓
六
年
)
1
6
1

一
‐
〇
四
‐
〇
八
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
豊
あ
て
、
請

封
を
許
可
し
、
冊
封
使
を
決
定
し
た
む
ね
の
咨

(
一
六
二
九
、
六
、
二
〇

・
崇
禎
二
年
)
1
6
3

一
‐
〇
四
‐
〇
九
　

礼
部
よ
り
国
王
尚
豊
あ
て
、

貢
期
を
三
年

二
貢
に
復
し
、
船

一
隻
の
増
加
等
の
許
可
を
知
ら
せ
る
咨



(
一
六
三
四
、

一
一
、
二
八

・
崇
禎
七
年
)
1
6
8

一
‐
〇
四
‐
一
○
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
豊
あ
て
、
冊
封
使

に
対
す
る
餽
金
を
持
ち
帰
ら
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
三
五
、
二
、

二

・
崇
禎
八
年
)
1
7
1

一
‐
〇
四
‐
一
一
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
豊
あ
て
、
箋
文
の
形
式
を
正
す
こ
と
を
求
め
る
咨

(
一
六
三
六
、
四
、
二
五

・
崇
禎
九
年
)
1
7
2

一
‐
〇
四
‐
一
二
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
豊
あ
て
、
白
糸
な
ど
違
禁

の
物
の
購
入
を
禁
ず
る
む
ね
の
咨

(
一
六
四
〇
、
閏

一
、
七

・
崇
禎
十
三
年
)
1
7
4

巻
五

一
‐
〇
五
-
〇

一
　
礼
部
よ
り
国
王

(世
子
尚
質
ノ
誤
)
あ
て
、
明
の
勅

・
印
を
受
領
し
、
新
た
に
印
を
給
し
て
冊
封
し
、
特
に
附
搭
の
土
夏
布
の
交
易
を
許
す
む
ね
の
咨

(
一
六
五
四
、
六
、

一
五

・
順
治
十

一
年
)
1
7
7

一
‐
〇
五
‐
〇
二
　
礼
部
よ
り
国
王

(世
子
尚
質
ノ
誤
)
あ
て
、
遣
官
し
て
冊
封
す
る
こ
と
、
会
同
館
に
お
け
る
交
易
を
許
す
こ
と
、

な
ら
び

に
進
貢
船

の
停
泊
地
は
福
建
督
撫

に
善
処
さ
せ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
五
四
、
六
、

一
五
)
1
7
8

一
‐
〇
五
‐
〇
三
　
礼
部
よ
り
国
王

(世
子
尚
質
ノ
誤
)
あ
て
、
進
貢
品
の
数
目
お
よ
び

二
年

一
貢
は
、
会
典

に
し
た
が
い
こ
れ
を
定
例
と
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
五
四
、
六
、

一
五
)
1
8
2

一
‐
〇
五
‐
〇
四
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
謝
恩
の
礼
物
を
受
領
し
た
む
ね
の
咨

(
一
六
六
四
、
八
、

一
四

・
康
煕
三
年
)
1
8
3

一
‐
〇
五
‐
〇
五
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
冊
封
使

の
出
発
遅
延
を
め
ぐ
る
処
分
の
宥
免

と
、
勅
書
の
留
国
に
つ
い
て
の
奏
請
を
許
す
む
ね
の
咨

(
一
六
六
四
、
八
、

一
四
)
1
8
3

一
‐
〇
五
‐
〇
六
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
饋
金
の
収
受
を
勅
許
し
た
む
ね
の
咨

(
一
六
六
四
、
八
、

一
四
)
1
8
5

一
‐
〇
五
‐
〇
七
　
礼
部
よ
り
琉
球
国
あ
て
、
遭

難
し
た
慶
賀
使
に
よ
る
進
貢

の
完
了
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
六
五
、
九
、

二

一
・
康
煕
四
年
)
1
8
6

一
‐
〇
五
‐
〇
八
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
国
王
及
び
慶
賀
使

へ
の
頒
賞
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
六
六
、
八
、

一
七

・
康
煕
五
年
)
1
8
7

一
‐
〇
五
‐
〇
九
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
常
貢
の
方
物
は
馬

・
螺
殻

・
硫
黄
等
と
し
、
非
土
産
品
を
免
ず
る
こ
と
の
許
可
を
知
ら
せ
る
咨(

一
六
六
六
、
八
、

一
七
)
1
8
8

一
‐
〇
五
-
一
○
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
漂
失
し
た
方
物
の
補
進
を
免
じ
、
送
り
か
え
す
む
ね
の
咨

(
一
六
六
六
、
八
、

一
七
)
1
9
1

一
‐
〇
五
-
一
一
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
貢
物
を
受
領
し
、
頒
賞

の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
六
九
、
二
、
二
八

・
康
煕
八
年
)
1
9
2



一
‐
〇
五
‐
一
二
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
常
貢

へ
の
頒
賞

に
対
し
て
謝
恩
の
必
要
は
な
い
こ
と
、
謝
恩
の
際
は
自
ら
表
文
を
備
う

べ
き
こ
と
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
六
九
、
二
、

二
八
)
1
9
3

一
‐
〇
五
‐
一
三
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
附
搭

の
土
夏
布

の
会
同
館

で
の
交
易
許
可
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
六
九
、
二
、

二
八
)
1
9
4

一
‐
〇五
-
一
四
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
会
同
館
に
お
け
る
白
糸

の
収
買
お
よ
び
到
着
の
進
貢
船

の
即
日
内
港
に
入
る
こ
と
の
許
可
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
六
九
、
二
、
二
八
)
1
9
5

一
‐

〇
五
‐
一
五
　
礼
部
よ
り
世
子
尚
貞
あ

て
、
貢
物
を
受
領
し
、
頒
賞
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
七

一
、
九
、

一
六

・
康
煕
十
年
)
1
9
7

一
‐〇
五
‐
一
六
　
礼
部
よ
り
世
子
尚
貞
あ

て
、
進
貢
船
の

一
隻
は
遭
風
し
賊
に
奪
わ
れ
た
が
、
別
の

一
隻

の
方
物
は
受
領
し
た
む
ね
の
咨

(
一
六
七

一
、
九
、

一
六
)
1
9
7

一
‐
〇五
‐
一
七
　
礼
部
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
進
貢

の
際
携
帯
す
る
貨
物
は
、
福
州
柔
遠
駅
で
交
易
を
許
可
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
七

一
、
九
、

一
六
)
1
9
9

一
‐
〇
五
‐
一
八
　
礼
部
よ
り
世
子
尚
貞
あ

て
、
進
貢
船

二
隻
は
、
貢
使
の
帰
国
の
際

に
同
時
に
帰
す
む
ね
の
咨

(
一
六
七

一
、
九
、

一
六
)
2
0
0

一
‐
〇
五
‐
一
九
　
礼
部
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
貢
物
を
受
領
し
、
頒
賞
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
七
四
、
三
、

一
四

・
康
煕
十
三
年
)
2
0
2

巻
六

一
‐
〇
六
‐
〇

一
　
礼
部
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、

進
貢
船
は
、
赴
京

の
貢
使
が
福
建
に
帰
る
の
を
待
ち
、
共
に
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
七
四
、
三
、

一
四

・
康
煕
十
三
年
)
2
0
3

一
‐〇
六
‐
〇
二
　
礼
部
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、

貢
物
を
受
領
し
、
頒
賞

の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
八
〇
、
二
、
二
九

・
康
煕
十
九
年
)
2
0
4

一
‐
〇
六
‐
〇
三
　
礼
部
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
皇

帝
が
進
貢
を
嘉
尚
し
た
む
ね
の
咨

(
一
六
八

一
、

一
二
、
四

・
康
煕
二
十
年
)
2
0
5

一
‐
〇
六
‐
〇
四
　
礼
部
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
進

貢
の
方
物
は
、
今
後
、
硫
黄

・
螺
殻

・
紅
銅
と
し
、
馬
匹

・
糸
煙
は
免
ず
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八

一
、

一
二
、

一
五
)
2
0
5

一
‐
〇
六
‐
〇
五
　
礼
部
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
進

貢
を
嘉
尚
し
、
勅
諭
し
て
文
綺
等
を
加
賞
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
二
、
二
、

一
四

・
康
煕
二
十

一
年
)
2
0
6

一
‐
○
六
‐
〇
六
　
礼
部
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
懇

請
を
容
れ
て
、
旧
例

に
よ
り
冊
封
使
を
派
遣
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
二
、
二
、

一
四
)
2
0
7

一
‐
〇
六
‐
〇
七
　

礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
貢
物
を
受
領
し
、
頒
賞

の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
八
三
、

一
一
、
五

・
康
煕
二
十
二
年
)
2
1
0

一
‐〇
六
‐
〇
八
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
謝

恩
の
礼
物
を
受
領
し
、
頒
賞
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
八
四
、
八
、
二
二

・
康
煕
二
十
三
年
)
2
1
1

一
‐
〇
六
‐
〇
九
　

礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
頒
賞
を
加
賜
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
四
、
八
、
二
二
)
2
1
1



一
‐
〇
六
‐
一
〇
　

礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
冊
封
使
に
宴
金
を
収
受
さ
せ
た
む
ね
の
咨

(
一
六
八
四
、
八
、
二
二
)
2
1
2

一
‐

〇
六
‐
一
一
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
陪
臣

の
子
弟

の
国
子
監
入
学
を
許
す
む
ね
の
咨

(
一
六
八
四
、
八
、
二
二
)
2
1
3

一
‐
〇
六
‐
一
二
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、

冊
封
使
に
賞
功
を
与
え
、
詔
勅
を
伝
国
の
宝
と
す
る
奏
請
を
許
す
む
ね
の
咨

(
一
六
八
四
、
八
、
二
二
)
2
1
4

一
‐
〇
六
‐
一
三
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
漂
着

の
中
国
人
を
救
助
し
て
送
還
す
れ
ば
賞
賜
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
四
、
八
、
二
二
)
2
1
6

一
‐
〇
六
‐
一
四
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
外
国
の
進
貢

の
船
隻

・
人
数

・
禁
制
品
そ
の
他
、
海
禁
を
開
く
に
際
し
て
の
諸
規
定
の
密
咨

(
一
六
八
五
、

一
一
、
三

・
康
煕
二
十
四
年
)
2
1
7

一
‐
〇
六
‐
一
五
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、

貢
物
を
受
領
し
、
頒
賞

の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
八
五
、

一
二
、
八
)
2
2
0

一
‐
〇
六
‐
一
六
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、

貢
物
を
受
領
し
、
頒
賞

の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
八
八
、

一
〇
、

一
三
・
康
煕

二
十
七
年
)
2
2
1

一
‐
〇
六
‐
一
七
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、

梁
成
楫

ら
の
国
子
監
入
学
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
八
八
、

一
〇
、

一
三
)
2
2
1

一
‐
〇
六
‐
一
八
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、

貢
物
を
受
領
し
、
頒
賞

の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
八
九
、

一
〇
、

一
三
・
康
煕
二
十
八
年
)
2
2
3

一
‐
〇
六
‐
一
九
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、

進
貢
船
二
隻

の
人
数
を
二
百
人
以
内
と
し
、
接
貢
船

一
隻
も
免
税
と
す
る
こ
と
を
特

に
許
す
む
ね
の
咨

(
一
六
八
九
、

一
〇
、
一
三

)
2
2
3

一
‐
〇
六
‐
二
〇
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、

貢
物
を
受
領
し
、
頒
賞
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
九

一
、

一
〇
、

一
・
康
煕
三
十
年
)
2
2
5

一
‐
〇
六
‐
二

一
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
、
螺
殻
は
今
後
進
貢
を
免
ず

る
む
ね
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
九

一
、

一
〇
、

一
)
2
2
5

一
‐
〇
六
-
二
二
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
官
生
梁
成
楫

ら
の
帰
国
を
許
し
、
賞
賜
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
九

一
、

一
〇
、

一
)
2
2
6

一
‐
〇
六
‐
二
三
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
貢
物
及
び
謝
恩
の
礼
物
を
受
領
し
、
頒
賞

の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
九
三
、

一
〇
、
二
・
康
煕
三
十

二
年
)
2
2
7

一
‐
〇
六
-
二
四
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
貢
物
を
受
領
し
、
頒
賞
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
九
五
、

一
〇
、
二
・
康
煕
三
十
四
年
)
2
2
7

(福
建
布
政
使
司
等
咨
)

巻
七

一
‐
〇
七
‐
〇

一
　
冊
封
副
使
張
祥
よ
り
国
王
尚
真
あ
て
、
餽

金
を
辞
す
る
書
簡

(
一
四
七
九
、

一
〇
、
六

・
成
化
十
五
年
)
2
2
9

一
‐
〇
七
‐
〇
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
遭
難

の
中
国
官
員
を
送
還
し
た
琉
球
船
が
漂
着
し
た
た
め
、
船
隻
等
を
給
し
て
帰
国
さ
せ
る
咨



(
一
五
九
五
、
五
、

二
七

・
万
暦

二
十
三
年
)
2
3
0

一
‐
〇
七
‐
〇
三
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
貢
物
の
受
領
と
使
臣

の
帰
国
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
五
九
五
、
五
、

二
七
)
2
3
2

一
‐
〇
七
‐
〇
四
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
冊
封
は
世
子
の
請
封
の
後
、
福
建
に
お
い
て
琉
球
の
使
臣
に
領
封
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
五
九
六
、
六
、
□

・
万
暦
二
十
四
年
)
2
3
3

一
‐〇
七
‐
〇
五
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
進
貢
使

の
財
物
を
劫
掠
し
た
浙
江
の
哨
官
等
に
対
す
る
処
罰
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
五
九
九
、
五
、

一
一
・
万
暦
二
十
七
年
)
2
4
3

一
-〇
七
‐
〇
六
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
関
白
秀
吉
の
死
去
を
報
じ
た
使
臣
の
帰
国
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
五
九
九
、
五
、

一
一
)
2
4
4

一
‐
〇
七
-
〇
七
　

福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
進
貢

・
謝
恩
の
方
物
の
受
領
と
、
使
臣

の
帰
国
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
〇
〇
、
六
、

一
・
万
暦
二
十
八
年
)
2
4
5

一
‐〇
七
-
○
八
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
進
貢
使

へ
の
給
賞

の
通
知
と
、
進
貢
の
硫
黄
の
量
目
不
足
は
調
査
し
処
置
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
〇
二
、
五
、
九

・
万
暦
三
十
年
)
2
4
6

一
‐
〇
七
‐
〇
九
　
浙

江
提
刑
按
察
司
よ
り
琉
球

国
あ
て
、
海
賊
行
為

の
嫌
疑
を
う
け
た
琉
球
人
等
の
取
調
べ
に
つ
い
て
の
咨

(
一
六
〇
二
カ
)
2
5
0

一
‐
〇
七
‐
一
〇
　
浙

江
提
刑
按
察
司
よ
り
琉
球

国
あ
て
、
海
賊
行
為

の
嫌
疑
を
う
け
た
福
建
人
林
元
の
処
置
に
つ
い
て
の
咨(

一
六
〇
四
、
五
、
二
〇

・
万
暦
三
十
二
年
)
2
6
3

一
‐
〇
七
‐
一
一
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
冊
封
使
出
発
の
日
取
り
は
、
別
途
回
答
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
〇
五
、
五
、

一
〇
・

万
暦
三
十
三
年
)
2
6
3

一
‐
〇
七
-
一
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ
て
、
進
貢
船

の
遭
難

の
状
況
と
、
乗
員

へ
の
救
恤

お
よ
び
帰
国
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
〇
四
、
六
、

一
三

・
万
暦
三
十

二
年
)
2
6
4

一
‐〇
七
‐
一
三
　
太
常
寺
少
卿
夏
子
陽

・
光
禄

寺
寺
丞
王
士
楨

よ
り
国
王
尚
寧
あ
て
、
倭
と
の
通
商

の
厳
禁
を
諫

言
す
る
咨

(
一
六
〇
七
、

一
二
、

一
九

・
万
暦
三
十
五
年
)
2
6
6

一
‐〇
七
-
一
四
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
補
貢

の
受
領
と
、
使
臣

へ
の
賞
賜
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
〇
九
、
六
、
六

・
万
暦
三
十
七
年
)
2
6
8

一
‐
〇
七
‐
一
五
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
薩
摩
侵
入
の
被
害
の
故

に
十
年
後
に
進
貢
す

べ
き
こ
と
、
お
よ
び
倭
産

の
貢
物
は
持
ち
帰
ら
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六

一
三
、
五
、

一
三

・
万
暦
四
十

一
年
)
2
6
9

一
‐
○
七
‐
一
六
　
福
建
総
鎮
府
よ
り

(琉
球
国
王
あ
て
カ
)、
貢
期
は
調
査

の
上
決
定
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六

一
三
、
六
、
九
)
2
7
0



一
‐
〇
七
‐
一
七
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
寧

あ
て
、
倭
の
情
勢
を
報
じ
た
使
臣

へ
の
給
賞
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六

一
六
、
六
、
二
二

・
万
暦
四
十
四
年
)
2
7
1

一
‐
〇
七
‐
一
八
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
勅
諭
に
し
た
が
い
十
年

の
期
満
ち
て
後
に
進
貢
す
る
よ
う
命
ず
る
咨

(
一
六

一
九
、
五
、
三

・
万
暦
四
十
七
年
)
2
7
2

一
‐
〇
七
‐
一
九
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
十
年
の
期
満
ち
て
進
貢
し
た
方
物

の
受
領
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
二
三
、
七
、

一
四
・
天
啓
三
年
)
2
7
3

一
‐〇
七
‐
二
〇
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
天
啓
帝
の
即
位
と
大
婚

の
詔
書
を
遣
官
し
て
開
読
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
二
三
、
七
、

二
六
)
2
7
3

一
‐
〇
七
‐
二

一
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
慶
賀

・
進
香

の
方
物
の
受
領
と
、
使
臣

へ
の
給
賞
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
二
五
、
六
、

二
二

・
天
啓
五
年
)
2
7
4

一
‐
〇
七
-
二
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
請
封
に
対
し
、
甘
結
の
提
出
を
求
め
る
咨

(
一
六
二
七
、
四
、
二
四

・
天
啓
七
年
)
2
7
6

巻
八

一
‐〇
八
‐
〇

一
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
崇
禎
帝
即
位

の
詔
書
等
を
遣
官
し
て
開
読
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
二
八
、
五
、

一
八

・
崇
禎
元
年
)
2
7
9

一
‐
〇
八
‐
〇
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
皇
子
誕
生

の
詔
書
等
を
帰
国
の
進
貢
使
に
捧
持
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
三
〇
、
六
、
六
・
崇
禎
三
年
)
2
7
9

一
‐
〇
八
‐
〇
三
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
正
使
杜
三
策

・
副
使
楊
■

を
遣
わ
し
、
世
子
尚
豊
を
冊
封
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
三
〇
、
六
、
六
)
2
8
0

一
‐〇
八
‐
〇
四
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
封
船
が
未
着
工
に
つ
き
迎
接
使

の

一
部
が
帰
国
す
る
に
際
し
、
そ
の
復
命
の
た
め
に
与
え
る
咨

(
一
六
三

一
、
六
、
六

・
崇
禎
四
年
)
2
8
3

一
‐
〇
八
‐
〇
五
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
慶
賀

・
進
香
の
方
物

の
受
領
と
、
使
臣

へ
の
給
賞
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
三

一
、
六
、
六
)
2
8
4

一
‐
〇
八
‐
〇
六
　

冊
封
正
使
杜
三
策
よ
り
世
子
尚
豊
あ
て
、
迎
接
使
の
派
遣
を
受
け
た
が
、
出
発
が
遅
延
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
三

一
、
六
、

一
一
)
2
8
5

一
‐
〇
八
‐
〇
七
　

冊
封
副
使
楊
■

よ
り
世
子
尚
豊
あ
て
、
迎
接
使

の
派
遣
を
受
け
た
が
、
出
発
が
遅
延
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
三

一
、
六
、

一
一
)
2
8
6

一
‐
〇
八
‐
〇
八
　
冊
封
正
使
杜
三
策
よ
り
世
子
尚
豊
あ
て
、
出
発
は
来
夏
と
な
る
む
ね
の
咨

(
一
六
三
二
、
六
、
五

・
崇
禎
五
年
)
2
8
7

一
‐〇
八
‐
〇
九
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
三
回
目
の
迎
接
使
の
帰
国
に
際
し
、
そ
の
復
命
の
た
め
に
与
え
る
咨

(
一
六
三
二
、
五
、
二
九
)
2
8
8

一
‐
〇
八
‐
一
〇
　
福
建
布
政
司
よ
り

(宛
先
欠
)
、
四
回
目
の
迎
接
使

の
帰
国

に
際
し
、
そ
の
復
命
の
た
め
に
与
え
る
咨

(
一
六
三
三
、
四
、

一
五

・
崇
禎
六
年
)
2
8
9

一
‐
〇
八
‐
一
一
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
五
回
目
の
迎
接
使
の
帰
国
に
際
し
、
そ
の
復
命
の
た
め
に
与
え
る
咨

(
一
六
三
三
、
五
、
三
)
2
8
9

一
‐
〇
八
‐
一
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
四
回
目
の
迎
接
使
の
帰
国
に
際
し
、
そ
の
復
命
の
た
め
に
再
度
与
え
る
咨

(
一
六
三
三
、
五
、
三
)
2
9
0

一
‐
〇
八
‐
一
三
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
慶
賀
の
方
物

の
受
領
と
、
使
臣

へ
の
給
賞
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
三
三
、
五
、
三
)
2
9
1



一
‐
〇
八
‐
一
四
　
冊
封
正
使
杜
三
策
よ
り
世
子
尚
豊
あ
て
、
出
発
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
三
三
、
五
、
二
〇
)
2
9
2

一
‐
〇
八
‐
一
五
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
冊
封
使
を
護
送
し
謝
恩
し
た
船

の
帰
国
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
三
四
、
六
、

一
一
・
崇
禎
七
年
)
2
9
3

一
‐
〇
八
‐
一
六
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
封
船
の
帰
還
、
謝
恩

の
方
物
の
受
領
、
探
問

の
使
者
の
帰
国
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
三
四
、
六
、

一
一
)
2
9
3

一
‐
〇八
‐
一
七
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
琉
球
人
救
恤

に
対
す
る
謝
恩
を
称
し
て
入
港
し
た
船
を
帰
国
さ
せ
、
貢
期
を
守
る
こ
と
を
命
ず
る
咨

(
一
六
三
六
、
四
、
二
二

・
崇
禎
九
年
)
2
9
4

一
‐
〇八
‐
一
八
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
探
問
等
を
称
し
て
来
航
す
る
こ
と
を
咎

め
、
貢
期
を
守
る
こ
と
を
命
ず

る
咨

(
一
六
三
六
、
四
、
二
二
)
3
0
3

一
‐
〇
八
‐
一
九
　
福
建
布
政
司
よ
り
世
子
尚
豊

あ
て
、
慶
賀

・
進
香
の
方
物

の
受
領
と
、
使
臣

へ
の
給
賞
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
二
六
カ
)
3
0
6

一
-
〇
八
‐
二
〇
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
謝
恩
の
方
物

の
受
領
と
、
使
臣

へ
の
給
賞
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
三
六
、
四
、
□
)
3
0
7

一
‐
〇
八
‐
二

一
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
白
糸
貿
易
は
前
年
五
月
に
禁
止
さ
れ
た
が
、
今
回
の
み
特

に
許
可
し
以
後
は
厳
禁
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
三
八
、
五
、

一
〇

・
崇
禎
十

一
年
)
3
0
9

一
‐
〇八
‐
二
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
白
糸
貿
易
は
今
回
の
み
許
可
し
以
後
は
厳
禁
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
三
八
、
五
、
二
六
)
3
1
1

一
‐
〇
八
‐
二
三
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
納
税
し
て
白
糸
を
買
う
こ
と
の
請
願
を
却
下
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
三
九
、
四
、
二
二

・
崇
禎
十
二
年
)
3
1
6

一
‐
〇
八
‐
二
四
　
福
建
布
政
司
よ
り

(宛
先
不
明
)
、
崇
禎
帝
の
謚
詔
等
を
遣
使
し
て
頒
布
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
四
五
カ
)
3
1
7

巻
九

一
‐〇
九
‐
〇

一
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
招
撫
使
謝
必
振
を
派
遣
す
る
と
共
に
、
滞
留
の
琉
球
使
臣
を
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
四
九
、
五
、
二

三

・
順
治
六
年
)
3
1
9

一
‐
〇
九
‐
〇
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
投
誠
の
表
文
と
共

に
使
臣
を
赴
京
さ
せ
、
そ
の
他
は
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨(

一
六
五
〇
、
四
、
二
三

・
順
治
七
年
)
3
2
2

一
‐
〇
九
‐
〇
三
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
投
誠
の
表
文
を
も
た
ら
し
た
使
臣
に
給
賞
し
、
招
撫
使
謝
必
振
と
共
に
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
五
二
、
六
、
二

・
順
治
九
年
)
3
2
3

一
‐
〇
九
‐
〇
四
　
招
撫
使
謝
必
振
よ
り
琉
球
国
長
史
司
あ
て
、
明
の
勅

・
印

の
返
納
を
促
す
咨

(
一
六
五
二
、
七
、

一
五
)
3
2
4



一
‐
〇
九
‐
〇
五
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
明
の
勅

・
印
を
も
た
ら
し
た
使
臣
は
赴
京
さ
せ
、
そ
の
他
は
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
五
三
、
六
、

二
六

・
順
治
十
年
)
3
2
7

一
‐
〇
九
‐
〇
六
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王

(世
子
ノ
誤
)
尚
質
あ
て
、
冊
封
使
の
出
発
と
滞
留

の
琉
球
使
臣
の
帰
国
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
六
三
、
五
、

一
三

・
康
煕
二
年
)
3
2
8

一
‐
〇
九
‐
〇
七
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
質

あ
て
、
謝
恩
の
使
臣
は
赴
京
さ
せ
、
そ
の
他
は
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
六
四
、
四
、
二
七

・
康
煕
三
年
)
3
3
0

一
‐
〇
九
‐
〇
八
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
質

あ
て
、
慶
賀

・
進
香
の
船
が
難
破
し
、
貢
物
を
失

っ
た
こ
と
の
処
置
に
つ
い
て
の
咨(

一
六
六
五
、
五
、

一
・
康
煕
四
年
)
3
3
2

一
‐
〇
九
‐
〇
九
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
質

あ
て
、
慶
賀

・
進
香
の
使
臣
を
、
今
次
の
入
貢
の
摘
回
の
員
役
と
共
に
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
六
六
、
六
、

一
〇

・
康
煕
五
年
)
3
3
4

一
‐
〇
九
‐
一
〇
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
次
回
よ
り
進
貢
使

の
来
京
を
許
可
し
、
進
貢
使
を
接
回
さ
せ
る
む
ね
の
咨(

一
六
六
七
、
七
、
二
五

・
康
煕
六
年
)
3
3
5

一
‐
〇
九
‐
一
一
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
質
あ
て
、
先
に
免
除
し
た
補
貢
の
品
を
送
り
返
す
に
つ
い
て
の
咨

(
一
六
六
七
、
七
、
二
五
)
3
4
0

一
‐
〇
九
‐
一
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
琉
球
国
あ

て
、
使
臣
の
帰
国
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
六
九
、
六
、

一
三

・
康
煕
八
年
)
3
4
3

一
‐
〇九
‐
一
三
　
福
建
布
政
司
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
探
問
、
請
封
、
貢
使

の
貿
易
等
に
つ
い
て
回
答
す
る
咨

(
一
六
七
〇
、
二
、
二
三

・
康
煕
九
年
)
3
4
4

巻

一
〇

一
‐
一
〇
‐
〇

一
　
福
建
布
政
司
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
進
貢

へ
の
頒
賞
に
対
す
る
謝
恩
は
例
が
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
七
二
、
六
、
五

・
康
煕
十

一
年
)
3
4
7

一
‐
一
〇
‐
〇
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
進
貢
船
二
隻
中
の

一
隻
は
賊
に
劫
掠
さ
れ
た
が
、
残
る

一
隻
の
方
物
を
受
領
し
た
む
ね
の
咨

(
一
六
七
二
、
六
、
五
)
3
4
7

一
‐
一
〇
‐
〇
三
　
靖
藩

の
太
僕
寺
卿
管
福
建
布

政
司
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
糸
絹

・
布
帛

の
買

い
付
け
の
許
可
と
、
存
留

の
使
臣

の
み
を
先
に
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
七
四
、
五
、
八

・
康
煕
十
三
年
)
3
4
9

一
‐
一
〇
‐
〇
四
　
福
建
布
政
司
よ
り
世
子
尚
貞

あ
て
、
進
貢
船
の
被
賊
の
状
況
お
よ
び
三
藩

の
乱
に
よ
る
滞
留

の
進
貢
使
を
漂
流
民
と
共
に
送
還
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
咨



(
一
六
七
七
、
七
、
二
二

・
康
煕
十
六
年
)
3
5
1

一
-
一
〇
‐
〇
五
　
福
建
布
政
司
署
司
事
按
察
司
よ
り
琉
球
国
あ
て
、
進
貢
船

一
隻

の
遅
到
、
十
三

・
十
五
両
年
分
の
補
貢

の
免
除
、
漂
流
民
の
送
還
な
ど
に
つ
い
て
の
咨

(
一
六
八
〇
、
五
、
二
八

・
康
煕
十
九
年
)
3
5
7

一
-
一○
‐
〇
六
　
福
建
布
政
司
よ
り
世
子
尚
貞
あ

て
、
冊
封
は
使
臣

の
来
京
を
待

っ
て
決
定
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八

一
、
七
、
二

・
康
煕
二
十
年
)
3
6
3

一
-
一○
‐
〇
七
　
福
建
布
政
司
署
司
事
按
察
司
よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
前
年
順
風
が
無
く
帰
国
で
き
な
か

っ
た
船

で
、

赴
京

の
使
臣
を
共
に
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
二
、
五
、

一
五

・
康
煕
二
十

一
年
)
3
6
5

一
-
一○
‐
〇
八
　
冊
封
正
使
汪
楫

よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
訪
琉
に
先
だ

つ
挨
拶
と
、
贈
物
は
受
け
と
れ
な
い
む
ね
の
書
簡

(
一
六
八
二
カ
)
3
6
7

一
‐
一
〇
‐
〇
九
　
冊
封
副
使
林
麟
■

よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
訪
琉
に
先
だ

つ
挨
拶
と
、
贈
物
は
受
け
と
れ
な
い
む
ね
の
書
簡

(
一
六
八
二
カ
)
3
6
9

一
‐
一
〇
‐
一
○
　
冊
封
副
使
林
麟
■

よ
り
世
子
尚
貞
あ
て
、
正
使
の
福
建
到
着
を
待
ち
、
共
に
出
発
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
三
、
五
、

一
・
康
煕
二
十
二
年
)
3
7
0

一
-
一○
‐
一
一
　
福
建
布
政
司
よ
り
世
子
尚
貞
あ

て
、
冊
封
使
の
出
発
に
先
ん
じ
、
報
告
の
た
め
進
貢
船

一
隻
の
帰
国
を
許
し
、

も
う

一
隻
は
封
船
を
案
内
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
三
、
五
、
二
九
)
3
7
1

一
‐
一
〇
‐
一
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
世
子
尚
貞
あ

て
、
冊
封
使
を
琉
球
国
の
迎
接
使
と
共
に
行
か
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
三
、
六
、

一
一
)
3
7
3

一
‐
一
〇
‐
一
三
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
謝
恩
使
の
入
京
を
許
す
む
ね
の
咨

(
一
六
八
四
、
五
、
二
九

・
康
煕
二
十
三
年
)
3
7
5

一
‐
一
〇
‐
一
四
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
摘
回
の
員
役
と
、
前
回

の
赴
京
の
使
臣
ら
を
共

に
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
五
、
六
、
六

・
康
煕
二
十
四
年
)
3
7
6

巻
一

一

一
-
一
一
-〇

一
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
進
貢
使
を
接
回
船
で
帰
国
さ
せ
る
に
つ
い
て
の
咨

(
一
六
八
六
、
八
、

一
四

・
康
煕
二
十
五
年
)
3
7
9

一
‐
一
一
-〇
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
漂
流
民
を
前
例

に
従

っ
て
救
恤

し
、
進
貢
使
と
共
に
送
還
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
六
、
八
、

一
四
)
3
8
1

一
‐
一
一
‐
〇
三
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
梁
成
楫

等
の
国
子
監
入
学
許
可
を
知
ら
せ
、
進
貢
は
今
後
は
定
額
の
み
と
す
る
よ
う
命
ず
る
咨

(
一
六
八
八
、
五
、
七

・
康
煕
二
十
七
年
)
3
8
2

一
‐
一
一
‐
〇
四
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
逃
亡
し
た
漂
流
民
を
捕
え
て
送
還
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
八
九
、
四
、
二
八

・
康
煕
二
十
八
年
)
3
8
5



一
‐

一
一
‐
〇
五
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
進
貢
船
二
隻
と
接
貢
船

一
隻

の
三
隻
を
免
税
と
し
、
進
貢
船

の
人
数
は
特
に
二
百
人
と
す
る
こ
と
、

お
よ
び
漂
流
民
の

一
部

の
再
逃
亡
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
九
〇
、
五
、

一
三

・
康
煕
二
十
九
年
)
3
8
8

一
‐
一
一
‐
〇
六
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
進
貢

の
受
け
入
れ
と
、
貢
船
と
共
に
漂
流
民
を
送
還
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
九

一
、
五
、
二

一
・
康
煕
三
十
年
)
3
9
4

一
‐

一
一
‐
〇
七
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
以
後
方
物
の
螺
殻

の
進
上
を
免
ず
る
こ
と
、
お
よ
び
進
貢
使
と
共
に
官
生
を
帰
国
さ
せ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
九
二
、
五
、

一
七

・
康
煕
三
十

一
年
)
3
9
7

一
‐
一
一
‐〇
八
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
新
た
な
方
物
の
錫
等

に
つ
い
て
は
進
貢
使

の
北
京
到
着
を
ま
ち
再
議
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
九
三
、
五
、
二
九

・
康
煕
三
十
二
年
)
3
9
9

一
‐
一
一
‐
〇
九
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
進
貢
使
を
接
回
船
で
帰
国
さ
せ
る
に
つ
い
て
の
咨

(
一
六
九
四
、
閏
五
、

一
七

・
康
煕
三
十
三
年
)
4
0
2

一
‐
一
一
‐
一
〇
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
進
貢
の
受
け
入
れ
と
、
進
貢
船
と
共
に
漂
流
民
を
送
還
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
九
五
、
五
、

一
五

・
康
煕
三
十
四
年
)
4
0
4

一
‐
一
一
‐
一
一
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
進
貢
使
を
接
回
船
で
帰
国
さ
せ
る
に
つ
い
て
の
咨

(
一
六
九
六
、
五
、

一
五

・
康
煕
三
十
五
年
)
4
0
6

一
-
一
一
‐
一
二
　
福
建
布
政
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ

て
、
進
貢
の
受
け
入
れ
と
、
員
役
の
摘
回
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
九
七
、
五
、

一
四

・
康
煕
三
十
六
年
)
4
0
8

(表
奏
)

巻

一
二

一
‐
一
二
‐
〇

一
　
国
王
尚
巴
志
の
、
洪
煕
帝
の
即
位
を
慶
賀
す
る
表

(
一
四
二
五
、
閏
七
、

一
七

・
洪
煕
元
年
)
4
1
1

一
‐
一
二
‐
〇
二
　
国
王
尚
巴
志
の
、
朝
貢
の
帰
途

に
宝
鈔

を
詐
取
さ
れ
た
こ
と
を
訴
え
る
奏

(
一
四
二
五
、
閏
七
、

一
七
)
4
1
1

一
‐
一二
‐
〇
三
　
国
王
尚
巴
志
の
、
皮
弁
冠
服
の
頒
賜
を
請
う
奏

(
一
四
二
五
、
閏
七
、

一
七
)
4
1
3

一
‐
一
二
‐
〇
四
　
国
王
尚
巴
志
の
、
皇
太
子
あ
て

の
慶
賀
の
箋

(
一
四
二
五
、
閏
七
、

一
七
)
4
1
3

一
‐
一
二
‐
〇
五
　
国
王
尚
巴
志
の
、
皇
太
子
あ
て

の
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭
に
謝
す
る
箋

(
一
四
二
五
、
閏
七
、

一
七
)
4
1
4

一
‐
一
二
‐
〇
六
　
国
王
尚
巴
志
の
、
勅
諭
を
う
け
、
と
り
あ
え
ず
買

い
付
け
た
分
の
生
漆

・
磨
刀
石
を
先
ず
進
め
る
む
ね
の
奏

(
一
四
二
八
、
二
、

一
一
・
宣
徳
三
年
)
4
1
4



一
‐
一
二
‐
〇
七
　

国
王
尚
巴
志
の
、
勅
諭
を
う

け
、
と
り
あ
え
ず
買

い
付
け
た
分

の
生
漆

・
磨
刀
石
を
先
ず
進
め
る
む
ね
の
奏

(
一
四
二
八
、

一
〇
、
□
)
4
1
5

一
‐
一
二
‐
〇
八
　
国
王
尚
巴
志
の
、
生
漆

・
磨

刀
石
を
買

い
付
け
た
船
の
難
破
に
よ
り
、
上
進

の
品
は
自
弁
す
る
む
ね
の
奏

(
一
四
三

一
・
宣
徳
六
年
)
4
1
6

一
‐
一
二
‐
〇
九
　

国
王
尚
巴
志
の
、
国
王
お
よ
び
王
相
懐
機

に
対
す
る
頒
賜
に
謝
し
て
進
貢
す
る
奏

(
一
四
三

一
、
四
、
六
)
4
1
7

一
‐
一
二
‐
一
〇
　

国
王
尚
巴
志
の
、
日
本
国
王

へ
の
勅
諭
の
仲
介
に
つ
い
て
の
奏

・
啓

(
一
四
三
四
、
五
、

一
・
宣
徳
九
年
)
4
1
7

一
‐
一
二
‐
一
一
　
国
王
尚
巴
志
の
、
勅
諭

に
よ
り
収
買
し
た
品
、
お
よ
び
自
進
の
品
に
つ
い
て
の
奏

・
啓

(
一
四
三
四
、
五
、

一
)
4
1
8

一
‐
一
二
‐
一
二
　
国
王
尚
巴
志
の
、
国
王
お
よ
び
王
相
懐
機

に
対
す
る
頒
賜
に
謝
し
て
進
貢
す
る
奏

・
啓

(
一
四
三
四
、
五
、

一
)
4
1
9

一
‐
一
二
‐
一
三
　
国
王
尚
巴
志
の
、
日
本
に
使

す
べ
き
内
官
柴
山
の
非
違
不
法
を
報
ず

る
奏

・
啓

(
一
四
三
四
、
□
、
□
)
4
2
0

一
‐
一
二
‐
一
四
　
国
王
尚
巴
志
の
、
正
統
帝
の
即
位
を
慶
賀
す
る
表

(
一
四
三
五
、
□
、
□

・
宣
徳
十
年
)
4
2
2

一
‐
一
二
‐
一
五
　
国
王
尚
巴
志
の
、
内
官
柴
山

と
犯
罪
人
八
郎
の
処
置

に
つ
い
て
謝
す
る
表

(
一
四
三
五
、
□
、
□
)
4
2
2

一
‐
一
二
‐
一
六
　
国
王
尚
巴
志
の
、
国
王
お
よ
び
王
相
懐
機

に
対
す
る
頒
賜
に
謝
し
て
進
貢
す
る
奏

(
一
四
三
六
、
九
、
二
四

・
正
統
元
年
)
4
2
3

一
‐
一
二
‐
一
七
　
世
子
尚
忠

の
、
父
王
尚
巴
志

の
死
去
を
告
げ
、
請
封
す
る
奏

(
一
四
四

一
、
七
、
六

・
正
統
六
年
)
4
2
3

一
‐
一
二
‐
一
八
　
国
王
尚
徳

の
、
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭

に
謝
し
て
進
貢
す
る
奏

(
一
四
六
三
、
八
、
四

・
天
順
七
年
)
4
2
4

一
‐
一
二
‐
一
九
　
国
王
尚
徳

の
、
附
搭

の
物
貨

に
対
し
銅
銭

の
給
与
を
請
い
、
進
貢
す
る
奏

(
一
四
六
五
、
八
、

一
五

・
成
化
元
年
)
4
2
5

一
‐
一
二
‐
二
〇
　

国
王
尚
円
の
、
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭

に
謝
し
て
進
貢
す
る
奏

(
一
四
七
二
、
九
、
二
八

・
成
化
八
年
)
4
2
6

一
‐
一
二
‐
二

一
　
国
王
尚
円
の
、
前
年

の
進
貢

使
の
強
盗
殺
人
事
件
を
釈
明
し
、
従
来
通
り
の

一
年

一
貢
を
請
う
奏

(
一
四
七
六

・
成
化
十

二
年
)
4
2
7

一
‐
一
二
‐
二
二
　
長
史
梁
応
の
、
皇
太
子
冊
立

の
詔
の
頒
賜
を
請
う
奏

(
一
四
七
六
、
三
、
五
)
4
2
9

一
‐
一
二
‐
二
三
　
長
史
梁
応
の
、
皇
太
子
冊
立

の
詔
の
頒
賜
を
再
び
請
う
奏

(
一
四
七
六
、
三
、

一
五
)
4
2
9

一
‐
一
二
‐
二
四
　
監
国
世
子
尚
真
の
、
父
王
尚
円
の
死
去
を
告
げ
、
請
封
す
る
奏

(
一
四
七
七
、
八
、
二
〇

・
成
化
十
三
年
)
4
3
0

一
‐
一
二
‐
二
五
　
国
王
尚
円
の
、
満
刺
加
国

・
暹
羅
国
か
ら
の
帰
途

に
遭
難
し
た
琉
球
人

の
救
助
に
謝
し
て
進
貢
す
る
奏

(
一
四
七
九

〈
一
四
七
四
カ
〉
、
九
、
三

・
成
化
十
五
年
)
4
3
1

一
‐
一
二
‐
二
六
　
国
王
尚
清
の
、
進
貢
の
表

(
一
五
四
三
、
二
、
□

・
嘉
靖
二
十

二
年
)
4
3
2



巻

一
三

一
‐

一
三
‐
〇

一
　
国

王

(世

子

ノ
誤
)

尚

永

の
、

皇

后

あ

て

の
慶

賀

の
箋

(
一
五

七

八

、

一
〇

、

□

・
万

暦

六

年

)
4
3
3

一
‐
一
三
‐
〇

二
　

国

王

尚

寧

の
、

皇

太

子

あ

て

の
慶

賀

の

箋

(
一
六

〇

三

、

□
、

□

・
万

暦

三

十

一
年

)
4
3
3

一
‐

一
三
‐
〇

三
　

世

子

尚

豊

の
、

父

王

尚

寧

の

死

去

を

告

げ

、

請

封

す

る

奏

(
一
六

二
六

、

二
、

□

・
天

啓

六

年

)
4
3
4

一
‐
一
三
‐
〇

四
　

世

子

尚

豊

の
、

請

封

の
表

(
一
六

二
七

、

九

、

二

五

・
天

啓

七
年

)
4
3
4

一
‐
一
三
‐
〇

五
　

世

子

尚

豊

の
、

請

封

の
奏

(
一
六

二
七

、

九

、

二

五

)
4
3
5

一
‐
一
三
‐
〇

六
　

世

子

尚

豊

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

三

〇

、

一
、

一
九

・
崇

禎

三
年

)
4
3
6

一
‐
一
三
‐
〇

七
　

世

子

尚

豊

の
、

皇

太

子

冊

立

を
慶

賀

す

る

表

(
一
六

三

一

・
崇

禎

四

年

)
4
3
6

一
‐
一
三
‐
〇

八
　

世

子

尚

豊

の
、

皇

太

子

あ

て

の
慶

賀

の
箋

(
一
六

三

一
)
4
3
7

一
‐
一
三
‐
〇

九
　

国

王

尚

豊

の
、

冊

封

と

先

王

へ
の
賜

祭

に
謝

す

る

表

(
一
六

三

三

、

一
〇

、

一
五

・
崇

禎

六

年

)
4
3
8

一
‐
一
三
‐

一
○
　

国

王

尚

豊

の
、

冊

封

使

に
宴

金

を
収

受

さ

せ

る

こ
と

を

請

う

奏

(
一
六

三

三
、

一
〇

、

一
五

)
4
3
9

一
‐
一
三
‐
一

一
　

国

王

尚

豊

の
、

漂

流

人

救
恤

に
謝

す

る
表

(
一
六

三

五
、
二

、

一
九

・
崇

禎

八
年

)
4
4
0

一
‐
一
三
‐

一
二
　

国

王

尚

豊

の
、

皇

太

子

あ

て

の
漂

流

人

救
恤

に

謝

す

る
箋

(
一
六

三

五

、

二
、

一
九

)
4
4
1

一
‐
一
三
‐
一
三
　

国

王

尚

豊

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

三

六

、

一
〇

、

八

・
崇

禎

九

年

)
4
4
1

一
‐
一
三
‐
一
四
　

国

王

尚

豊

の
、

皇

太

子

あ

て

の
進

貢

の
箋

(
一
六

三

六

、

一
〇

、

八

)
4
4
2

一
‐
一
三
‐
一

五
　

国

王

尚

豊

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

三

八

、

一
〇

、

二
〇

・
崇

禎

十
一

年

)
4
4
2

一
‐

一
三
‐

一
六
　

国

王

尚

豊

の
、

納

税

し

て
白

糸

を

購

入

す

る

こ

と

を

請

う

奏

(
一
六

三

八

、

一
〇

、

二
〇

)
4
4
3

一
‐
一
三
‐

一
七
　

国

王

尚

豊

の
、

皇

太

子

あ

て

の
進

貢

の
箋

(
一
六

三

八

、

一
〇

、

二
〇

)
4
4
4

一
‐
一
三
‐
一
八
　

国

王

尚

豊

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

四
〇

、

二
、

□

・
崇

禎

十

三
年

)
4
4
4

一
-

一
三
‐

一
九
　

世

子

尚

賢

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

四

二

、

二
、

□

・
崇

禎

十

五

年

)
4
4
5

一
-
一
三
‐
二

〇
　

世

子

尚

賢

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

四

四
、

二
、

二

八

・
崇

禎

十

七

年

)
4
4
5

一
‐
一
三
‐
二

一
　
世

子

尚

賢

の
、

父

王

尚

豊

の

死

去

を

告

げ

、

請

封

す

る

奏

(
一
六

四

四
、

二

、

二

八

)
4
4
5



一
‐
一
三
‐
二
二
　
世
子
尚
賢
の
、
納
税
し
て
白
糸
を
購
入
す
る
件
の
再
議
を
請
う
奏

(
一
六
四
四
、
二
、
二
八
)
4
4
6

一
‐
一
三
‐
二
三
　
世
子
尚
賢
の
、
皇
太
子
あ
て
の
進
貢
の
箋

(
一
六
四
四
、
二
、
二
八
)
4
4
7

巻

一
四

一
‐
一
四
‐
〇

一
　
世
子
尚
質
の
、
清
朝

に
帰
順
し
、
朝
貢

の
延
期
を
請
う
表

(
一
六
四
九
、

一
一
、

一
三

・
順
治
六
年
)
4
4
9

一
‐
一
四
‐
〇
二
　
世
子
尚
質
の
、
明

の
勅

・
印
を
返
納
し
、
帰
順
す
る
表

(
一
六
五
三
、
二
、
二
七

・
順
治
十
年
)
4
5
0

一
‐
一
四
‐
〇
三
　
世
子
尚
質
の
、
賜
印

お
よ
び
貿

易
の
便
宜

・
安
全
を
請
う
奏

(
一
六
五
三
、
二
、
二
七
)
4
5
2

一
‐
一四
‐
〇
四
　
国
王
尚
質
の
、
冊
封

に
謝
し
て
進
貢
す
る
表

(
一
六
六
三
、

一
〇
、
二
二

・
康
煕
二
年
)
4
5
3

一
‐
一四
‐
〇
五
　

国
王
尚
質

の
、
冊
封
に
謝
し
、

冊
封
使
の
出
発
遅
延
を
め
ぐ
る
処
分
の
宥
免
と
勅
書

・
勅
諭
の
留
国
を
請
う
奏

(
一
六
六
三
、

一
〇
、
二
二
)
4
5
4

一
‐
一四
‐
〇
六
　
国
王
尚
質
の
、
冊
封
使

に
宴
金

を
収
受
さ
せ
る
こ
と
を
請
う
奏

(
一
六
六
三
、

一
〇
、
二
二
)
4
5
6

一
‐
一四
‐
〇
七
　
国
王
尚
質
の
、
康
煕
帝

の
即
位

を
慶
賀
す
る
表

(
一
六
六
四
、
二
、

一
五

・
康
煕
三
年
)
4
5
7

一
‐
一四
‐
〇
八
　
国
王
尚
質
の
、
進
貢
の
表

(
一
六
六
六
、
二
、
九

・
康
煕
五
年
)
4
5
7

一
‐
一四
‐
〇
九
　
国
王
尚
質
の
、
頒
賜
に
謝
す
る
奏

(
一
六
六
六
、
二
、
九
)
4
5
7

一
‐
一
四
‐
一
○
　
国
王
尚
質
の
、
柔
遠
駅

の
現
状

を
述

べ
、
善
処
を
要
望
す
る
奏

(
一
六
六
六
、
二
、
九
)
4
5
8

一
‐
一
四
‐
一
一
　
国
王
尚
質
の
、
進
貢
の
表

(
一
六
六
八
、
二
、

一
五

・
康
煕
七
年
)
4
6
0

一
‐
一
四
‐一
二
　
国
王
尚
質
の
、
白
糸
貿
易

の
許
可

の
再
確
認
と
、
貢
船

の
即
日
入
港
を
請
う
奏

(
一
六
六
八
、
二
、

一
五
)
4
6
1

一
‐
一
四
‐
一
三
　
世
子
尚
貞
の
、
進
貢
の
表

(
一
六
七
〇
、

一
〇
、

一
三

・
康
煕
九
年
)
4
6
2

一
‐
一
四
‐
一
四
　
世
子
尚
貞
の
、
福
州
柔
遠
駅
で
の
白
糸
等
の
交
易
の
許
可
を
請
う
奏

(
一
六
七
〇
、

一
〇
、

一
三
)
4
6
3

一
‐
一四
‐
一
五
　
世
子
尚
貞
の
、
赴
京
の
使
臣
等
を
除
き
、
速
や
か
に
使
臣
を
貢
船
で
帰
国
さ
せ
る
こ
と
を
請
う
奏

(
一
六
七
〇
、

一
〇
、

一
三
)
4
6
4

一
‐
一
四
‐
一
六
　
世
子
尚
貞
の
、
進
貢
の
表

(
一
六
七
二
、

一
〇
、

一
五

・
康
煕
十

一
年
)
4
6
5

一
‐
一
四
‐
一
七
　
世
子
尚
貞

の
、
貢
船

の
速
や
か
な
帰
国
を
再
び
請
う
奏

(
一
六
七
二
、

一
〇
、

一
五
)
4
6
6

一
‐
一
四
‐
一
八
　
世
子
尚
貞

の
、
進
貢
の
表

(
一
六
七
八
、

一
〇
、
二
八

・
康
煕
十
七
年
)
4
6
7



一
‐
一
四
‐
一
九
　

世

子

尚

貞

の
、

進

貢

の

表

(
一
六
八

〇

、

九

、

三

〇

・
康

煕

十

九

年

)
4
6
7

一
‐
一
四
‐
二
〇
　

世

子

尚

貞

の
、

請

封

の

表

(
一
六

八

〇

、

九

、

三

〇

)
4
6
8

一
‐
一
四
‐
二

一
　

世

子

尚

貞

の
、

請

封

の

奏

(
一
六

八

〇

、

九

、

三

〇

)
4
6
9

巻

一
五

一
‐
一
五
‐
〇

一
　

世

子

尚

貞

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

八

二
、

一
〇

、

一
二

・
康

煕

二
十

一
年

)
4
7
1

一
‐
一
五
‐
〇

二
　

国

王

尚

貞

の
、

冊

封

に
謝

し

て
進

貢

す

る
表

(
一
六

八

三
、

一

一
、

二

・
康

煕

二
十

二

年

)
4
7
2

一
‐

一
五
‐
〇

三
　

国

王

尚

貞

の
、

冊

封

に
謝

す

る

と
共

に
、

冊

封

使

の
勤

労

を

明

ら

か

に

す

る

奏

(
一
六

八

三

、

一

一
、

二

)
4
7
3

一
‐

一
五
‐
〇

四
　

国

王

尚

貞

の
、

冊

封

使

に
宴

金

を

収

受

さ

せ

る

こ

と

を

請

う

奏

(
一
六

八

三

、

一

一
、

二
)
4
7
5

一
‐
一
五
‐
〇

五
　

国

王

尚

貞

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

八

四

、

一

一
、

二

五

・
康

煕

二
十

三
年

)
4
7
5

一
‐

一
五
‐
〇

六
　

国

王

尚

貞

の
、

進

貢

の
奏

(
一
六

八

四

、

一

一
、

二

五

)
4
7
6

一
‐

一
五
‐
〇

七
　

国

王

尚

貞

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

八

六

、

一

一
、

四

・
康

煕

二
十

五

年

)
4
7
7

一
‐

一
五
‐
〇

八
　

国

王

尚

貞

の
、

漂

流

民

送

還

を

約

す

と

共

に
、

陪

臣

の
子

弟

の

国

子

監

入
学

許

可

に
謝

す

る

奏

(
一
六

八

六

、

一

一
、

四

)
4
7
7

一
‐

一
五
‐
〇

九
　

国

王

尚

貞

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

八

八

、

九

、

一
五

・
康

煕

二
十

七

年

)
4
7
8

一
‐
一
五
‐

一
〇
　

国

王

尚

貞

の
、

進

貢

船

二
隻

と

接

貢

船

一
隻

の

三
隻

を

免

税

と

し

、

進

貢

船

の
人

数

は

二

百

人

を
限

と

す

る

を

請

う

奏

(
一
六

八

八

、

九

、

一
五

)
4
7
9

一
‐
一
五
‐
一

一
　
国

王

尚

貞

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

九

〇

、

一
〇

、

一

一

・
康

煕

二

十

九

年

)
4
8
1

一
‐
一
五
‐
一
二
　

国

王

尚

貞

の
、

官

生

の
帰

国

を

請

う

奏

(
一
六

九

〇

、

一
〇

、

一

一
)
4
8
2

一
‐
一
五
‐
一
三
　

国

王

尚

貞

の
、

進

貢

の
表

(
一
六

九

二
、

一
〇

、

二

五

・
康

煕

三
十

一
年

)
4
8
3

一
‐
一
五
‐
一
四
　

国

王

尚

貞

の
、

官

生

の
帰

国

し

た

こ
と

に

つ

い

て

の
謝

恩

の
表

(
一
六

九

二
、

一
〇

、

二

五

)
4
8
4

一
‐
一
五
‐
一
五
　

国

王

尚

貞

の
、

進

貢

を
免

じ

ら

れ

た

螺

殻

に
代

え

て
錫

を

貢

す

る
奏

(
一
六

九

二

、

一
〇

、

二
五

)
4
8
6

一
‐
一
五
‐
一
六
　

国

王

尚

貞

の
、

官

生

の
帰

国

し

た

こ

と

に

つ
き

謝

恩

し

て

進

貢

す

る
奏

(
一
六

九

二
、

一
〇

、

二
五

)
4
8
7

一
-
一
五
‐
一

七
　

国

王

尚

貞

の

、

進

貢

の
表

(
一
六

九

四

、

一
〇

、

六

・
康

煕

三

十

三
年

)
4
8
8



一
‐
一五
‐
一
八
　
国
王
尚
貞

の
、
進
貢

の
奏

(
一
六
九
四
、

一
〇
、
六
)
4
8
9

一
‐
一
五
‐
一
九
　

国
王
尚
貞

の
、
進
貢

の
表

(
一
六
九
六
、

一
〇
、
二
〇

・
康
煕
三
十
五
年
)
4
8
9

(国
王
咨
)

巻

一
六

一
‐
一
六
‐
〇

一
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
永
楽
帝

へ
の
進
香
の
事
、
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭
に
対
す
る
謝
恩
の
進
貢
の
事
の
咨
と
目
録

(
一
四
二
五
、
閏
七
、

一
七

・
洪
煕
元
年
)
4
9
1

一
‐
一
六
‐
〇
二
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
皮
弁
冠
服

の
頒
賜
を
請
う
事
、
宝
紗
を
詐
取
さ
れ
た
事
、
通
事

へ
の
冠
帯
給
賜
を
請
う
事
の
咨

(
一
四
二
五
、
閏
七
、

一
七
)
4
9
3

一
‐
一
六
‐
〇
三
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
洪
煕
帝
即
位

の
慶
賀

の
進
貢
の
事
、
海
船

の
修
理
を
請
う
事
、
附
搭
貨
の
事
、
暦
日
の
事
の
咨

(
一
四
二
五
、
閏
七
、

一
七
)
4
9
4

一
‐
一
六
‐
〇
四
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
事
、
附
搭
貨

の
事
、
暦
日
の
事
の
咨

(
一
四
二
五
、

一
二
、

一
七
)
4
9
6

一
‐
一
六
‐
〇
五
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
長
至
令
節

の
慶
賀
の
進
貢
の
事
、
附
搭
貨

の
事
、
暦
日
の
事
の
咨

(
一
四
二
六

・
宣
徳
元
年
)
4
9
7

一
‐
一
六
‐
〇
六
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
事
、
附
搭
貨

の
事
の
咨

(
一
四
二
七
、
四
、

一
七

・
宣
徳

二
年
)
4
9
7

一
‐
一
六
‐
〇
七
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
海
船
賜
与

へ
の
謝
恩
の
進
貢

の
事
、
附
搭
貨
に
対
し
永
楽
銭
支
給
を
請
う
事
の
咨

(
一
四
二
八
、

一
、

一
四

・
宣
徳
三
年
)
4
9
8

一
‐
一六
‐
〇
八
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
勅
諭
を
う
け
、
と
り
あ
え
ず
買
い
付
け
た
分
の
生
漆

・
磨
刀
石
を
先
ず
進
め
る
む
ね
の
咨

(
一
四
二
八
、
二
、

一
一
)
4
9
9

一
‐
一六
‐
〇
九
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
皮
弁
冠
服
頒
賜
に
対
す
る
謝
恩
の
進
貢
の
咨
と
目
録

(
一
四
二
八
、
二
、

一
一
)
5
0
0

一
‐
一
六
‐
一
〇
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
万
寿
聖
節
の
慶
賀

の
進
貢

の
事
、
附
搭
貨
の
事
、
暦
日
の
事

の
咨

(
一
四
二
八
、
九
、

二
)
5
0
1

一
‐
一
六
‐
一
一
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢

の
咨

(
一
四
二
九
、
三
、
二
〇

・
宣
徳
四
年
)
5
0
1

一
‐
一
六
‐
一
二
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
万
寿
聖
節
の
慶
賀

の
進
貢
の
事
、
海
船

の
修
理
を
請
う
事
、
暦
日
の
事
の
咨

(
一
四
二
九
、

一
〇
、

一
〇
)
5
0
2

一
‐
一
六
‐
一
三
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
海
船
の
賜
与
と
附
搭
貨

へ
の
銅
銭
給
与
に
対
す
る
謝
恩
の
進
貢
の
事
、
附
搭
貨

へ
の
永
楽
銭
給
与
を
請
う
事
、



海
船
の
修
理
を
請
う
事
の
咨

(
一
四
三

一
、
三
、

一
九

・
宣
徳
六
年
)
5
0
3

一
‐
一六
‐
一
四
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、

生
漆

・
磨
刀
石
を
買

い
付
け
た
船

の
難
破
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
四
三

一
、
四
、

一
〇
)
5
0
4

一
‐
一
六
‐
一
五
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、

国
王
お
よ
び
王
相
懐
機

に
対
す
る
頒
賜
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨
と
目
録

(
一
四
三

一
、
四
、

一
〇
)
5
0
5

一
‐
一六
‐
一
六
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
勅
諭
を
う
け
て
買

い
付
け
た
磨
刀
石
を
進
上
す
る
咨

(
一
四
三

一
、
四
、

一
〇
)
5
0
6

一
‐
一六
‐
一
七
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、

正
旦
令
節

の
慶
賀
の
進
貢
の
事
、
海
船
の
修
理
を
請
う
事
、
暦
日
の
事
の
咨

(
一
四
三

一
、
九
、
六
)
5
0
7

一
‐
一
六
‐
一
八
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
事
、
海
船
の
修
理
を
請
う
事
、
謝
恩
船

の
遭
難

の
事
の
咨

(
一
四
三

一
、
九
、
六
)
5
0
8

一
‐
一六
‐
一
九
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
福
建
出
身

の
火
長
の
帰
国
を
請
う
咨

(
一
四
三

一
、
九
、
六
)
5
0
9

一
‐
一
六
‐
二
〇
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
海
船
賜
与
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
四
三
二
、
八
、

一
六

・
宣
徳
七
年
)
5
1
0

一
‐
一
六
‐
二

一
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
海
船
賜
与
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
四
三
四
、
三
、
□

・
宣
徳
九
年
)
5
1
1

一
‐
一
六
-
二
二
　
国
王
尚
巴
志
よ
り

(礼
部
あ
て
カ
)、
国
王
お
よ
び
王
相
懐
機

に
対
す
る
頒
賜
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨
と
目
録

(
一
四
三
四
)
5
1
2

一
‐
一
六
‐
二
三
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
勅
諭
を
う
け
て
買

い
付
け
た
品
の
数
量
と
価
格
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
四
三
四
、
五
、
□
)
5
1
4

一
‐
一
六
‐
二
四
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
謝
恩
の
進
貢

の
事
、
内
官
柴
山
の
非
違
不
法
の
事
な
ど
の
咨

(
一
四
三
四
、
八
、

一
五
)
5
1
5

一
‐
一
六
-
二
五
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
事
、
海
船
の
修
理
を
請
う
事
な
ど
の
咨

(
一
四
三
五
、

一
、
二
〇

・
宣
徳
十
年
)
5
1
7

巻

一
七

一
‐
一七
‐
〇

一
　
国
王
尚
巴
志
よ
り

(礼
部
あ
て
カ
)、
国
王
と
王
相
懐
機

へ
の
頒
賜
に
対
す
る
謝
恩

の
進
貢
の
事
、
水
夫

の
救
助
に
謝
す
る
事
、
暦
日
の
事

の
咨

(
一
四
三
六
、
九
、
二
四

・
正
統
元
年
)
5
1
9

一
‐
一七
‐
〇
二
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
朝
服

の
給
賜
を
請
う
事
、
暦
日
の
福
建
で
の
給
付
な
ら
び
に
船
隻
の
給
賜
を
請
う
事
な
ど
の
咨

(
一
四
三
六
、
九
、

二
四
)
5
2
0

一
‐
一
七
‐
〇
三
　

国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢

の
咨

(
一
四
三
七
、
三
、

二
三

・
正
統
二
年
)
5
2
1

一
‐
一
七
‐
〇
四
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
四
三
八
、
□
、
□

・
正
統
三
年
)
5
2
1

一
‐
一
七
‐
〇
五
　
国
王
尚
巴
志
よ
り

(礼
部
あ
て
カ
)、
貢
使

の
僧
官
に
度
牒
の
給
賜
を
請
う
咨

(
一
四
三
八
、
□
、
□
)
5
2
2



一
‐
一
七
‐
〇
六
　

国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
正
旦
令
節
の
慶
賀
の
進
貢
の
咨

(
一
四
三
八
、

一
〇
、
四
)
5
2
2

一
‐
一
七
‐
〇
七
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
慶
賀

の
進
貢
船

の
難
破

に
よ
る
補
貢
の
事
、
海
船
の
賜
与
を
請
う
事

の
咨

(
一
四
三
九
、
三
、
六

・
正
統
四
年
)
5
2
3

一
‐
一
七
‐
〇
八
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
正
旦
令
節
の
慶
賀
の
進
貢

の
咨

(
一
四
三
九
、
四
、
九
)
5
2
4

一
‐
一
七
‐
〇
九
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢

の
咨

(
一
四
三
九
、
四
、
二
四
)
5
2
4

一
‐
一七
‐
一
○
　
国
王
尚
巴
志
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢

の
咨

(
一
四
四
〇
、

一
〇
、

一
六

・
正
統
五
年
)
5
2
5

一
‐
一
七
‐
一
一
　
世
子
尚
忠
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
事
、
請
封

の
事
な
ど
の
咨

(
一
四
四

一
、
七
、
六

・
正
統
六
年
)
5
2
6

一
‐
一七
‐
一
二
　
世
子
尚
忠
よ
り
礼
部
あ
て
、
万
寿
聖
節
の
慶
賀

の
進
貢

の
咨

(
一
四
四

一
、
七
、
六
)
5
2
6

一
‐
一
七
‐
一
三
　
世
子
尚
忠
よ
り
礼
部
あ
て
、
正
旦
令
節

の
慶
賀

の
進
貢
の
事
、
福
州

に
漂
着
し
た
琉
球
船

の
軍
器

の
返
還
を
請
う
事
の
咨

(
一
四
四
二
、
九
、

一
〇

・
正
統
七
年
)
5
2
7

一
‐
一七
‐
一
四
　
国
王
尚
徳
よ
り
礼
部
あ
て
、
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
四
六
三
、
八
、
四

・
天
順
七
年
)
5
2
8

一
‐
一
七
‐
一
五
　
国
王
尚
徳
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
香
と
即
位
慶
賀

の
進
貢
の
事
、
長
史
蔡
璟

の
子
の
■
県
入
籍
を
請
う
事
の
咨

(
一
四
六
四
、
八
、
九

・
天
順
八
年
)
5
2
9

一
-
一
七
-
一
六
　
国
王
尚
徳
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
事
、
附
搭
貨

に
対
し
銅
銭
の
給
与
を
請
う
事

の
咨

(
一
四
六
五
、
八
、

一
五

・
成
化
元
年
)
5
3
1

一
‐
一
七
‐
一
七
　
国
王
尚
徳
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
四
六
六
、

一
〇
、
二

・
成
化
二
年
)
5
3
2

一
‐
一七
‐
一
八
　
国
王
尚
円
よ
り
礼
部
あ
て
、
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭

に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
四
七
二
、
九
、
二
八

・
成
化
八
年
)
5
3
3

一
‐
一
七
‐
一
九
　
国
王
尚
真
よ
り

(礼
部
あ
て
カ
)、
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
四
七
九
、
九
、
二
六

・
成
化
十
五
年
)
5
3
4

一
‐
一
七
‐
二
〇
　

国
王
尚
真
よ
り

(礼
部
あ
て
カ
)、
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭
に
謝
し
、
皇
太
子
に
進
貢
す
る
咨

(
一
四
七
九
)
5
3
4

一
‐
一
七
‐
二

一
　
尚
真
よ
り
冊
封
使
あ
て
、
宴
金

の
受
領
を
請
う
返
書

(
一
四
七
九
、

一
〇
)
5
3
5

巻

一
八

一
‐
一
八
‐
〇

一
　
国
王
尚
真
よ
り
布
政
司
あ
て
、

陪
臣
の
子
弟

の
国
子
監
入
学
を
請
う
咨

(
一
四
八

一
、
八
、

一
二
、
成
化
十
七
年
)
5
3
7

一
‐
一
八
‐
〇
二
　
国
王
尚
寧
よ
り
冊
封
正
副
使
あ
て
、
宴
金

の
収
受
を
請
う
咨

(
一
六
〇
六

・
万
暦
三
十
四
年
)
5
3
7

一
‐
一
八
‐
〇
三
　
国
王
尚
寧
よ
り
布
政
司
あ
て
、

薩
摩
侵
入
を
報
ず
る
咨

(
一
六
〇
九
、
五

・
万
暦
三
十
七
年
)
5
3
9



一
‐
一
八
‐
〇
四
　
法
司
馬
良
弼
よ
り
礼
部
あ
て
、
貢
期
に
遅
れ
た
こ
と
を
詫
び
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六

一
〇
、

一
、
二
〇

・
万
暦
三
十
八
年
)
5
4
3

一
‐
一
八
‐
〇
五
　
法
司
馬
良
弼
よ
り
布
政
司
あ

て
、
貢
期
に
遅
れ
た
事
情
を
報
告
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六

一
〇
、

一
、
三
〇
)
5
4
5

一
‐
一
八
‐
〇
六
　
国
王
尚
寧
よ
り
布
政
司
あ
て
、
国
王
の
帰
国
を
報
じ
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六

一
二
、

一
、
□

・
万
暦
四
十
年
)
5
4
8

一
‐
一
八
‐
〇
七
　
国
王
尚
寧
よ
り
布
政
司
あ
て
、
王
銀
詐
取

の
犯
人
を
逮
捕
し
て
銀
を
取
り
立
て
る
こ
と
を
求
め
る
咨

(
一
六

一
三
、
二
、

一
一
・
万
暦
四
十

一
年
)
5
5
0

一
‐
一
八
‐
〇
八
　
国
王
尚
寧
よ
り
礼
部
あ
て
、
十
年
後
の
進
貢
を
命
ず
る
勅
諭
を
受
け
、
常
貢
の
回
復
を
請
う
咨

(
一
六

一
四
、
九
、
二
四

・
万
暦
四
十
二
年
)
5
5
1

一
‐
一
八
‐
〇
九
　
世
子
尚
豊
よ
り
按
察
司
あ
て
、
父
王
の
死
去
を
告
げ
て
請
封
す
る
と
共
に
、
十
年
の
期
満
ち
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
二

一
、
八
、
二

一
・
万
暦
四
十
九
年
)
5
5
4

一
‐
一
八
‐
一
〇
　

世
子
尚
豊
よ
り
礼
部
あ
て
、
通
国
の
印
結
と
世
子
の
表
文
を
備
え
て
請
封
す
る
咨

(
一
六
二
五
、
二
、

一
九

・
天
啓
五
年
)
5
5
6

一
‐
一
八
‐
一
一
　
世
子
尚
豊
よ
り
礼
部
あ
て
、
詔
書
を
も
た
ら
し
た
使
者
を
護
送
す
る
咨

(
一
六
二
五
、
二
、

一
九
)
5
5
7

一
‐
一
八
‐
一
二
　
世
子
尚
豊
よ
り
礼
部
あ
て
、
漂
流
民
の
救
恤

と
送
還
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
二
五
、
二
、

一
九
)
5
5
8

一
‐
一
八
‐
一
三
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
通
国
の
印
結
と
世
子
の
表
文
を
備
え
て
請
封
す
る
咨

(
一
六
二
五
、

二
、

一
九
)
5
5
9

一
‐
一
八
‐
一
四
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
詔
書
を
も
た
ら
し
た
使
者
を
護
送
す
る
咨

(
一
六
二
五
、

二
、

一
九
)
5
6
0

一
‐
一
八
‐
一
五
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
漂
流
民
の
救
恤

と
送
還
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
二
五
、
二
、

一
九
)
5
6
0

一
‐
一
八
‐
一
六
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
暫
く
五
年

一
貢
と
す
る
勅
旨
に
対
し
、
二
年

一
貢
を
請
う
咨

(
一
六
二
五
、
二
、

一
九
)
5
6
1

一
‐
一
八
‐
一
七
　

世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
船

の
難
破
の
た
め
、
詔
書
を
も
た
ら
し
た
使
者
を
土
船
に
て
護
送
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
二
五
、
二

、

一
九
)
5
6
3

一
‐
一
八
‐
一
八
　
世
子
尚
豊
よ
り
巡
撫
あ
て
、
請
封
の
咨

(
一
六
二
五
、
二
、

一
九
)
5
6
4

一
‐
一
八
‐
一
九
　

世
子
尚
豊

よ
り
巡
海
道
あ
て
、
進
貢
船
と
慶
賀

・
進
香
船

の
安
否
を
問
う
咨

(
一
六
二
五
、
□
)
5
6
6

一
‐
一
八
‐
二
〇
　

世
子
尚
豊
よ
り
礼
部
あ
て
、
暫
く
五
年

一
貢
と
す
る
勅
旨

に
し
た
が

い
進
貢
す
る
咨

(
一
六
二
六
、
二

・
天
啓
六
年
)
5
6
7

一
‐
一
八
‐
二

一
　
世
子
尚
豊
よ
り
礼
部

・
布
政
司
あ
て
、
請
封
の
咨

(
一
六
二
六
、
二
、
□
)
5
6
8

一
‐
一
八
‐
二
二
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ

て
、
暫
く
五
年

一
貢
と
す
る
勅
旨
に
し
た
が
い
進
貢
す
る
咨

(
一
六
二
六
、
二
、
□
)
5
6
9

一
‐
一
八
‐
二
三
　

三
法
司
よ
り
布
政
司
あ
て
、

請
封
の
甘
結

(
一
六
二
七
、
□
、
□

・
天
啓
七
年
)
5
7
0

一
‐
一八
‐
二
四
　
世
子
尚
豊
よ
り
礼
部
あ
て
、
請
封
の
咨

(
一
六
二
七
)
5
7
1



一
‐
一
八
‐
二
五
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
甘
結
を
備
え
て
請
封
す
る
咨

(
一
六
二
七
)
5
7
3

一
‐
一
八
‐
二
六
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
遣
船

一
隻
の
安
否
を
た
ず
ね
、
接
回
の
た
め
に
遣
船
す
る
等

の
咨

(
一
六
二
七
、
二
、
二
二
)
5
7
5

巻

一
九

一
‐
一
九
‐
〇

一
　
世
子
尚
豊
よ
り
礼
部
あ
て
、
暫
く
五
年

一
貢
と
す
る
勅
旨
に
し
た
が
い
進
貢
す
る
咨

(
一
六
三
〇
、

一
、

一
九

・
崇
禎
三
年
)
5
7
7

一
-
一
九
‐
〇
二
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
暫
く
五
年

一
貢
と
す
る
勅
旨
に
し
た
が

い
進
貢
す
る
咨

(
一
六
三
〇
、

一
、

一
九
)
5
7
8

一
‐
一九
‐
〇
三
　
長
史
司
よ
り
指
揮
使
閔

邦
基
あ
て
、
琉
球
で
逃
亡
し
た
中
国
人
鼓
手
の
送
還

に
つ
い
て
の
牒

(
一
六
三
〇
、

一
、

一
九
)
5
8
0

一
‐
一
九
‐
〇
四
　
長
史
司
よ
り
正
議
大
夫
鄭
俊
あ
て
、
琉
球
で
逃
亡
し
た
中
国
人
鼓
手
の
送
還

に
つ
い
て
の
牒

(
一
六
三
〇
、

二
、
三
)
5
8
1

一
‐
一九
‐
〇
五
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
冊
封
使
に
対
す
る
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
三
〇
、

一
〇
、

一
〇
)
5
8
2

一
‐
一九
‐
〇
六
　
世
子
尚
豊
よ
り
冊
封
正
使
杜

三
策
あ
て
、
迎
接
使
派
遣

の
咨

(
一
六
三
〇
、

一
〇
、

一
〇
)
5
8
4

一
‐
一
九
‐
〇
七
　
長
史
司
よ
り
福
州
府
海
防
館
あ
て
、
水
夫
の
携
帯
す
る
螺
殻
の
扱

い
に
つ
い
て
の
故
牒

(
一
六
三
〇
)
5
8
6

一
‐
一九
‐
〇
八
　
世
子
尚
豊
よ
り
礼
部
あ
て
、
皇
太
子
冊
立
を
慶
賀
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
三

一
、
三

・
崇
禎
四
年
)
5
8
8

一
‐
一
九
‐
〇
九
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
冊
封
使
に
対
す
る
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
三

一
、

一
〇
、
□
)
5
8
9

一
‐
一
九
‐
一
〇
　
世
子
尚
豊
よ
り
冊
封
正
使
杜
三
策
あ
て
、
迎
接
使
派
遣

の
咨

(
一
六
三

一
、

一
〇
、
□
)
5
8
9

一
‐
一
九
‐
一
一
　
世
子
尚
豊
よ
り
冊
封
副
使
楊
■
あ
て
、
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
三

一
、

一
〇
、
□
)
5
9
0

一
‐
一九
‐
一
二
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
冊
封
使
に
対
す
る
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
三
二
、
二
、

一
六

・
崇
禎
五
年
)
5
9
2

一
‐
一
九
‐
一
三
　
世
子
尚
豊
よ
り
冊
封
正
使
杜

三
策
あ

て
、
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
三
二
、
二
、

一
六
)
5
9
2

一
‐
一
九
‐
一
四
　
世
子
尚
豊
よ
り
冊
封
副
使
楊
■
あ
て
、
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
三
二
、
二
、

一
六
)
5
9
3

一
‐
一
九
‐
一
五
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
冊
封
使

に
対
す
る
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
三
二
、
九
、

一
七
)
5
9
4

一
‐
一
九
-
一
六
　
世
子
尚
豊
よ
り
冊
封
正
使
杜

三
策
あ
て
、
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
三
二
、
九
、

一
七
)
5
9
5

一
‐
一
九
‐
一
七
　
世
子
尚
豊
よ
り
冊
封
副
使
楊
■

あ
て
、
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
三
二
、
九
、

一
七
)
5
9
6

一
‐
一
九
‐
一
八
　
世
子
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
冊
封
使

に
対
す
る
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
三
三
、
二
、
四

・
崇
禎
六
年
)
5
9
7



一
‐
一九
‐
一
九
　
世
子
尚
豊
よ
り
冊
封
正
使
杜

三
策
あ
て
、
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
三
三
、
二
、
四
)

59
7

一
‐
一
九
‐
二
〇
　
世
子
尚
豊
よ
り
冊
封
副
使
楊
■

あ
て
、
迎
接
使
派
遣

の
咨

(
一
六
三
三
、
二
、
四
)

59
8

一
‐
一九
‐
二

一
　
国
王
尚
豊
よ
り
礼
部
あ
て
、

冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
三
三
、

一
〇
、

一
五
)
5
9
9

一
‐
一
九
‐
二
二
　
国
王
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
三
三
、

一
〇
、

一
五
)
6
0
0

一
‐
一
九
-
二
三
　

国
王
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
漂
流
人
の
救
恤

と
送
還
と
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
三
五
、
二
、

□
・

崇
禎
八
年
)
6
0
1

巻

二
〇

一
‐
二
〇
‐
〇

一
　
国
王
尚
豊
よ
り
礼
部
あ
て
、
三
年
二
貢
の
回
復
と
貢
物

の
増
加
の
許
可
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
三
六
、

一
〇
、
□
・
崇
禎
九
年
)
6
0
5

一
‐
二
〇
‐
〇
二
　
国
王
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
三
年

二
貢
の
回
復
と
貢
物

の
増
加

の
許
可
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
三
六
、

一
〇
、
□
)
6
0
7

一
‐
二
〇
‐
〇
三
　
三
法
司
よ
り
福
州
府
知
府
あ

て
、
王
銀
詐
取

の
犯
人
を
逮
捕
し
、
銀
を
取
り
立
て
る
こ
と
を
請
う
申

付
、
相
手
方
の
名
と
銀
の
額

の

一
覧

(
一
六
三
六
、

一
〇
、
□
)
6
1
0

一
‐二
〇
‐
〇
四
　
長
史
司
よ
り
福
州
府
海
防
館
あ
て
、
王
銀
詐
取
の
犯
人
を
逮
捕
し
、
銀
も
し
く
は
相
当
量
の
白
糸
を
取
り
立

て
る
こ
と
を
請
う
牒

付
、
相
手
方
の
名
と
銀

の
額

の

一
覧

(
一
六
三
六
、

一
〇
、
□
)
6
1
3

一
‐二
〇
-
〇
五
　
国
王
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
進
貢
船
二
隻
の
消
息
を
問
う
咨

(
一
六
三
八
、

一
、
二
五

・
崇
禎
十

一
年
)
6
1
5

一
‐
二
〇
‐
〇
六
　
国
王
尚
豊
よ
り
礼
部

・
布
政

司
あ
て
、
硫
黄
は
自
ら
煎
熟
し
て
、
崇
禎
十

一
年
分
の
定
額
お
よ
び
前
年
の
不
足
分
を
貢
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
三
八
、

一
〇
、
二
〇
)
6
1
7

一
-
二
〇
‐
〇
七
　
国
王
尚
豊
よ
り
礼
部

・
布
政

司
あ
て
、
納
税
し
て
白
糸
を
購
入
す
る
こ
と
を
請
う
咨

(
一
六
三
八
、

一
〇
、
□
)
6
1
9

一
‐
二
〇
‐
〇
八
　
国
王
尚
豊
よ
り
福
建
都
指
揮

司
あ
て
、
硫
黄
は
自
ら
煎
熟
し
て
、
崇
禎
十

一
年
分

の
定
額
お
よ
び
前
年

の
不
足
分
を
貢
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
三
八
、

一
〇
、
二
〇
)
6
2
0

一
‐
二
〇
‐
〇
九
　

国
王
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
王
銀
詐
取
の
犯
人
の
処
罰
と
銀
の
取
り
立
て
を
請
う
咨
　

付
、
相
手
方

の
名
と
銀
の
額
の

一
覧

(
一
六
三
八
、

一
〇
、
二
〇
)
6
2
1

一
‐
二
〇
‐
一
〇
　

三
法
司
よ
り
福
州
府
知
府
あ

て
、
王
銀
詐
取

の
犯
人
か
ら
銀
を
取
り
立
て
る
こ
と
を
請
う
申
　

付
、
相
手
方
の
名
と
銀
の
額

の

一
覧



(
一
六
三
八
、

一
〇
、
二
〇
)
6
2
4

一
‐二
〇
‐
一
一
　
長
史
司
よ
り
福
州
府
海
防
館

あ
て
、
硫
黄
は
自
ら
煎
熟
し
て
、
崇
禎
十

一
年
分
の
定
額
お
よ
び
前
年
の
不
足
分
を
貢
す
る
む
ね
の
牒

(
一
六
三
八
、

一
〇
、
二
〇
)
6
2
7

一
‐
二
〇
‐
一
二
　
国
王
尚
豊
の
、
王
銀
詐
取

の
犯
人
に
返
還
を
命
ず

る
諭

(
一
六
三
八
、

一
〇
、
二
〇
)
6
2
8

一
‐
二
〇
‐
一
三
　
国
王
尚
豊
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
硫
黄
は
煎
熟
硫
黄
を
も

っ
て
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
四
〇
、
二
、

二

・
崇
禎
十
三
年
)
6
2
8

一
‐二
〇
‐
一
四
　
国
王
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
進
貢
の
煎
熟
硫
黄
の
明
細
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
四
〇
、
二
、
二
)
6
2
9

一
‐
二
〇
‐
一
五
　
国
王
尚
豊
よ
り
布
政
司
あ
て
、
納
税
し
て
白
糸
を
購
入
す
る
こ
と
を
請
う
咨

(
一
六
四
〇
カ
)
6
3
0

一
‐
二
〇
‐
一
六
　
国
王
尚
豊
よ
り
礼
部
あ
て
、
納
税
し
て
白
糸
を
購
入
す
る
こ
と
を
請
う
咨

(
一
六
四
〇
カ
)
6
3
1

一
‐
二
〇
‐
一
七
　
世
子
尚
賢
よ
り
礼
部

(布
政
司
ノ
誤
カ
)
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
四
二
、
二
、
□

・
崇
禎
十
五
年
)
6
3
3

一
‐
二
〇
‐
一
八
　
世
子
尚
賢
よ
り
礼
部
あ

て
、
先
王
の
死
去
を
告
げ
、
請
封
す
る
咨

(
一
六
四
二
、
三
、
七
)
6
3
4

一
‐
二
〇
‐
一
九
　

世
子
尚
賢
よ
り
布
政
司
あ
て
、
進
貢
船
の
消
息
を
問
う
咨

(
一
六
四
三
、
三
、

一
・
崇
禎
十
六
年
)
6
3
4

一
‐
二
〇
‐
二
〇
　

世
子
尚
賢
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢

の
咨

(
一
六
四
四
、
二
、
二

八

・
崇
禎
十
七
年
)
6
3
5

一
‐二
〇
‐
二

一
　
世
子
尚
賢
よ
り
礼
部
あ
て
、
請
封

の
咨

(
一
六
四
四
、

二
、
二
八
)
6
3
6

一
‐
二
〇
‐
二
二
　
世
子
尚
賢
よ
り
礼
部

・
布
政
司
あ
て
、
納
税
し
て
白
糸
を
購
入
す
る
こ
と
を
請
う
咨

(
一
六
四
四
、

二
、
二
八
)
6
3
7

一
‐
二
〇
‐
二
三
　
世
子
尚
賢
よ
り
布
政
司
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
四
四
、
二
、
二

八
)
6
3
8

一
‐
二
〇
‐
二
四
　
世
子
尚
賢
よ
り
布
政
司
あ
て
、
請
封
の
咨

(
一
六
四
四
、
二
、
二
八
)
6
3
9

一
‐
二
〇
‐
二
五
　
世
子
尚
賢
よ
り
布
政
司
あ
て
、
進
貢
船
の
消
息
を
問
う
咨

(
一
六
四
四
、
二
、
二
八
)
6
3
9

一
‐
二
〇
‐
二
六
　
三
法
司
よ
り

(宛
先
欠
)、
請

封
の
甘
結

(
一
六
四
四
カ
)
6
4
0

巻

二

一

一
‐
二

一
‐〇

一
　
世
子
尚
質
よ
り
礼
部
あ
て
、
招
撫
使
を
護
送
し
て
投
誠
し
、
明
の
勅

・
印

の
返
納
は
来
年
に
す
る
む
ね
報
ず
る
咨

(
一
六
四
九
、

一
一
、

一
三

・
順
治
六
年
)
6
4
3



一
‐
二

一
‐
〇
二
　
世
子
尚
質
よ
り
福
建
巡
撫
あ

て
、
滞
留
し
て
救
恤

を
受
け
た
こ
と
に
謝
す
る
咨

(
一
六
四
九
、

一
一
、

一
三
)
6
4
3

一
‐二

一
‐
〇
三
　
世
子
尚
質
よ
り
布
政
司
あ
て
、
招
撫
使
を
護
送
し
て
投
誠
し
、
明
の
勅

・
印
の
返
納
は
来
年
に
す
る
む
ね
報
ず
る
咨

(
一
六
四
九
、

一
一
、

一
三
)
6
4
4

一
‐
二

一
‐
〇
四
　
世
子
尚
質
よ
り
正
白
旗
平
国

公
府

(鄭
芝
竜
)
あ
て
、
滞
留
し
て
救
恤

を
受
け
た
こ
と
に
謝
す
る
咨

(
一
六
四
九
、

一
一
、

一
三
)
6
4
5

一
‐
二
一
‐
〇
五
　
世
子
尚
質
よ
り
布
政
司
あ
て
、
招
撫
使
の
再
派
遣
を
う
け
て
、
明
の
勅

・
印
を
返
納
し
清
朝

へ
の
臣
属
を
表
明
す
る
咨

(
一
六
五
三
、
二
、

二
七

・
順
治
十
年
)
6
4
5

一
‐
二

一
‐
〇
六
　
世
子
尚
質
よ
り
布
政
司
あ
て
、
順
治
十

一
・
十
二
両
年

の
遣
船
が
福
建

の
海
寇

の
た
め
に
入
港
で
き
な
か

っ
た
た
め
、

こ
の
た
び
遣
使
し
て
順
治
十
年
の
使
臣
を
接
回
す
る
咨

(
一
六
五
六
、
二
、

一
六

・
順
治
十
三
年
)
6
4
6

一
‐
二

一
‐
〇
七
　
国
王
尚
質
よ
り
礼
部

・
布
政
司
あ
て
、
冊
封
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
六
三
、

一
〇
、
二
二

・
康
煕
二
年
)
6
4
8

一
‐
二

一
‐
〇
八
　
国
王
尚
質
よ
り
礼
部

・
布
政

司
あ
て
、
康
煕
帝
即
位
を
慶
賀
し
、
順
治
帝

に
進
香
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
六
四
、
二
、

一
五

・
康
煕
三
年
)
6
4
9

一
‐
二

一
‐
〇
九
　
国
王
尚
質
よ
り
礼
部

・
布
政

司
あ
て
、
常
貢
の
方
物
は
馬

・
螺
殻

.
硫
黄
等
と
し
、
非
土
産
品
を
免
ず
る
こ
と
を
請
う
咨

(
一
六
六
六
、
二
、
九

・
康
煕
五
年
)
6
5
0

一
‐
二

一
‐
一
〇
　

国
王
尚
質
よ
り
礼
部

・
布
政
司
あ
て
、
二
年

一
貢
の
期

に
し
た
が
い
、
旧
例

の
他
に
紅
銅
等
を
加
え
て
進
貢
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
六
六
、
二
、
九
)
6
5
1

一
‐
二

一
‐
一
一
　
国
王
尚
質
よ
り
礼
部

・
布
政
司
あ
て
、
慶
賀

・
進
香
使
が
漂
失
し
た
方
物
は
先
に
補
貢
を
免
ぜ
ら
れ
た
が
、
や
は
り
補
貢
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
六
六
、
二
、
九
)
6
5
2

一
‐
二

一
‐
一
二
　
国
王
尚
質
よ
り
福
建
総
督
あ

て
、
借
用
し
た
船
の
修
理
が
困
難
な
た
め
、
金

で
補
償
す
る
こ
と
を
請
う
咨

(
一
六
六
六
、
二
、
九
)
6
5
4

一
‐
二

一
‐
一
三
　
国
王
尚
質
よ
り
布
政
司
あ
て
、
前
年
進
貢
の
朝
京

・
留
辺
の
使
臣
を
接
回
す
る
こ
と
を
請
う
咨

(
一
六
六
七
、
三
、
四

・
康
煕
六
年
)
6
5
5

一
‐
二

一
‐
一
四
　
国
王
尚
質
よ
り
布
政
司

・
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
六
八
、
二
、

一
五

・
康
煕
七
年
)
6
5
6

一
‐
二

一
‐
一
五
　
国
王
尚
質
よ
り
布
政
司

・
礼
部
あ
て
、
頒
賞

に
対
す
る
謝
恩
の
咨

(
一
六
六
八
、
二
、

一
五
)
6
5
7

一
‐二

一
‐
一
六
　

世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
前
年

の
進
貢
船

の
消
息
を
問
う
と
共
に
、
先
王
の
死
去
を
告
げ
、

の
ち
に
請
封
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
六
九
、
三
、
一
三

・
康
煕
八
年
)
6
5
8

一
‐
二

一
‐
一
七
　

世
子
尚
貞
よ
り
礼
部

・
布
政
司
あ

て
、
欽
賞

の
勅
書
に
謝
す
る
咨

(
一
六
七
〇
、

一
〇
、

一
三

・
康
煕
九
年
)
6
5
9

一
‐
二

一
‐
一
八
　
世
子
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢

の
咨

(
一
六
七
〇
、

一
〇
、

一
三
)
6
6
0



一
-
二

一
‐
一
九
　

世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
七
〇
、

一
〇
、

一
三
)
6
6
0

一
‐
二

一
‐
二
〇
　
世
子
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
七
二
、

一
〇
、

一
五

・
康
煕
十

一
年
)
6
6
1

一
‐
二

一
‐
二

一
　
世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ

て
、
進
貢

の
咨

(
一
六
七
二
、

一
〇
、

一
五
)
6
6
2

一
‐
二

一
‐
二
二
　
世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
靖
南
王
の
叛
乱

に
際
し
、
安
否
を
問
う
咨

(
一
六
七
七
、
二
、

一
八

・
康
煕
十
六
年
)
6
6
3

一
-
二
一
‐
二
三
　
世
子
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
靖
南
王
の
叛
乱
に
よ
る
康
煕
十
三

・
十
五
両
年
の
欠
貢
は
明
年
に
進
貢
し
、
ま
ず
本
年

の
貢
を
進
め
る
む
ね
の
咨

(
一
六
七
八
、

一
〇
、
二
八

・
康
煕
十
七
年
)
6
6
3

一
‐
二

一
‐
二
四
　
世
子
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
七
八
、

一
〇
、
二
八
)
6
6
4

一
-二

一
‐
二
五
　
世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
七
八
、

一
〇
、

二
八
)
6
6
5

一
-二

一
‐
二
六
　

世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
靖
南
王
の
叛
乱
に
よ
る
康
煕
十
三

・
十
五
両
年

の
欠
貢
は
明
年
に
進
貢
し
、
ま
ず
本
年
の
貢
を
進
め
る
む
ね
の
咨

(
一
六
七
八
、

一
〇
、
二
八
)
6
6
5

一
‐
二

一
‐
二
七
　
世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
漂
流
民
の
救
恤

と
送
還
に
謝
す
る
咨

(
一
六
七
八
、

一
〇
、

二
八
)
6
6
6

一
‐
二

一
-
二
八
　
世
子
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
八
〇
、
九
、
三
〇

・
康
煕
十
九
年
)
6
6
6

一
‐
二

一
‐
二
九
　
世
子
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、

請
封
の
咨

(
一
六
八
〇
、
九
、
三
〇
)
6
6
7

一
‐
二

一
‐
三
〇
　
三
法
司
の
、
請
封

の
甘
結

(
一
六
八
〇
、
九
、
三
〇
)
6
6
8

一
‐
二

一
‐
三

一
　
世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
八
〇
、
九
、
三
〇
)
6
6
9

一
‐
二

一
‐
三
二
　
世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
請
封
の
咨

(
一
六
八
〇
、
九
、
三
〇
)
6
7
0

一
‐
二

一
‐
三
三
　
世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
漂
流
民
の
救
恤

と
送
還
に
謝
す
る
咨

(
一
六
八
〇
、
九
、
三
〇
)
6
7
1

巻
二
二

一
-
二
二
‐
〇

一
　
世
子
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
方
物
の
馬

・
糸
煙
等
の
減
免

に
謝
し
、
常
例
に
加
え
て
囲
■
紙

・
磨
刀
石
等
を
進
貢
す
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
二
、

一
〇
、

一
二

・
康
煕
二
十

一
年
)
6
7
3

一
‐
二
二
‐
〇
二
　
世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
方
物
の
馬

・
糸
煙
等

の
減
免

に
謝
し
、
常
例
に
加
え
て
囲
■
紙

・
磨
刀
石
等
を
進
貢
す
る
む
ね
の
咨



(
一
六
八
二
、

一
〇
、

一
二
)
6
7
3

一
‐
二
二
‐
〇
三
　
世
子
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
冊
封
使
に
対
し
迎
接
使
を
派
遣
す
る
咨

(
一
六
八
二
、

一
〇
、

一
二
)
6
7
4

一
‐二
二
‐
〇
四
　
世
子
尚
貞
よ
り
冊
封
正
使
汪
楫

あ
て
、
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
八
二
、

一
〇
、

一
二
)
6
7
5

一
‐
二
二
‐
〇
五
　

世
子
尚
貞
よ
り
冊
封
副
使
林
麟
■

あ
て
、
迎
接
使
派
遣
の
咨

(
一
六
八
二
、

一
〇
、

一
二
)
6
7
5

一
‐
二
二
‐
〇
六
　

国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
八
三
、

一
一
、
二

・
康
煕
二
十
二
年
)
6
7
5

一
‐二
二
‐
〇
七
　

国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
冊
封
と
先
王

へ
の
賜
祭
に
謝
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
八
三
、

一
一
、
二
)
6
7
6

一
‐二
二
‐
〇
八
　
国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
囲
■
紙

・
蕉
布
等
を
減
免
す
る
命
に
し
た
が
い
進
貢
す
る
咨

(
一
六
八
四
、

一
一
、
二
五

・
康
煕
二
十
三
年
)
6
7
7

一
‐
二
二
‐
〇
九
　

国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
囲
■
紙

・
蕉
布
等
を
減
免
す
る
命
に
し
た
が

い
進
貢
す
る
咨

(
一
六
八
四
、

一
一
、
二
五
)
6
7
8

一
-
二
二
‐
一
〇
　

国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
赴
京

の
使
臣
等

の
接
回
を
請
う
咨

(
一
六
八
五
、

一
一
、

一
二

・
康
煕
二
十
四
年
)
6
7
9

一
‐
二
二
‐
一
一
　
国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
な
ら
び
に
、
国
子
監
入
学

の
子
弟
を
進
貢
使
に
同
伴
さ
せ
る
む
ね
の
咨(

一
六
八
六
、

一
一
、
四

・
康
煕
二
十
五
年
)
6
7
9

一
‐
二
二
‐
一
二
　
国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
進
貢
な
ら
び
に
、
国
子
監
入
学
の
子
弟
を
進
貢
使

に
同
伴
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
六
八
六
、

一
一
、
四
)
6
8
0

一
‐
二
二
‐
一
三
　
国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進

貢
の
咨

(
一
六
八
八
、
九
、

一
五

・
康
煕
二
十
七
年
)
6
8
1

一
‐
二
二
‐
一
四
　
国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
進
貢
な
ら
び
に
、
漂
流
民
の
救
恤

と
送
還

に
謝
す
る
咨

(
一
六
八
八
、
九
、

一
五
)
6
8
1

一
‐二
二
‐
一
五
　
国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
漂
流
民
の
救
恤

と
送
還
に
謝
し
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
を
請
う
咨

(
一
六
八
九
、

一
〇
、
二
〇

・
康
煕
二
十
八
年
)
6
8
2

一
‐
二
二
‐
一
六
　
国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進

貢
の
咨

(
一
六
九
〇
、

一
〇
、

一
一
・
康
煕
二
十
九
年
)
6
8
3

一
‐
二
二
‐
一
七
　
国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、

進
貢
の
咨

(
一
六
九
〇
、

一
〇
、

一
一
)
6
8
4

一
‐
二
二
‐
一
八
　
国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、

赴
京
の
使
臣
の
接
回
を
請
い
、
漂
流
民
の
救
恤

と
送
還
に
謝
す
る
咨

(
一
六
九

一
、

一
〇
、
八

・
康
煕
三
十
年
)
6
8
4

一
‐
二
二
‐
一
九
　

国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進

貢
を
免
じ
ら
れ
た
螺
殻

に
代
え
て
錫
を
貢
す
る
咨

(
一
六
九
二
、

一
〇
、
二
五

・
康
煕
三
十

一
年
)
6
8
5

一
‐
二
二
‐
二
〇
　

国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
官
生

の
帰
国
し
た
こ
と
に
つ
き
謝
恩
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
九
二
、

一
〇
、

二
五
)
6
8
6

一
‐
二
二
‐
二

一
　
国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
進
貢
を
免
じ
ら
れ
た
螺
殻

に
代
え
て
錫
を
貢
し
、

官
生
の
帰
国
し
た
こ
と
に
つ
き
謝
恩
し
て
進
貢
す
る
咨

(
一
六
九
二
、

一
〇
、
二
五
)
6
8
7



一
‐
二
二
‐
二
二
　
国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ
て
、
赴
京

の
使
臣

の
接
回
を
請
う
咨

(
一
六
九
三
、

一
〇
、
九

・
康
煕
三
十
二
年
)
6
8
8

一
‐
二
二
‐
二
三
　

国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
九
四
、

一
〇
、
六

・
康
煕
三
十
三
年
)
6
8
8

一
‐
二
二
‐
二
四
　
国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ

て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
九
四
、

一
〇
、
六
)
6
8
9

一
‐
二
二
‐
二
五
　
国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ

て
、
赴
京

の
使
臣
の
接
回
を
請

い
、
漂
流
民
の
救
恤

と
送
還
に
謝
す
る
咨

(
一
六
九
五
、

一
〇
、
八

・
康
煕
三
十
四
年
)
6
9
0

一
‐
二
二
‐
二
六
　
国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨

(
一
六
九
六
、

一
〇
、
二
〇

・
康
煕
三
十
五
年
)
6
9
0

一
‐
二
二
‐
二
七
　
国
王
尚
貞
よ
り
布
政
司
あ

て
、
進
貢

の
咨

(
一
六
九
六
、

一
〇
、
二
〇
)
6
9
1


